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1 事業概要 

 

1.1事業背景 

 

再生可能エネルギーの導入拡大をはかる取組の一つとして、2001年度から民間事業者等の自主的な取組

としてグリーンエネルギー証書制度が開始されている。グリーンエネルギー証書制度は、風力・太陽光・バイ

オマス等の再生可能エネルギーを変換して得られるグリーンエネルギー（グリーン電力およびグリーン熱を指

す。以下同じ。）の導入を促進することを目的に、需要家、消費者等が再生可能エネルギーの普及拡大に貢

献する仕組みとして整備されている。 

2008年6月11日には、総合資源エネルギー調査会新エネルギー部会グリーンエネルギー利用拡大小委員会

報告書において、再生可能エネルギーの導入拡大を図る観点から、グリーンエネルギー証書制度の利用拡

大策等が提言された。また、2010年6月には、「第三次エネルギー基本計画」にて、2020年までに再生可能エ

ネルギーの一次エネルギー供給に占める目標数値を10パーセントと設定され、2011年3月の東日本大震災を

経て2014年4月に閣議決定された「第四次エネルギー基本計画」では、これまでのエネルギー基本計画を踏ま

えて示した水準を更に上回る水準の導入を目指すこととされた。 

上記の総合資源エネルギー調査会新エネルギー部会グリーンエネルギー利用拡大小委員会報告書におい

て、グリーンエネルギーの利用拡大に向けた検討課題の一つとして、グリーンエネルギー証書制度により削

減された温室効果ガスの量を「地球温暖化対策の推進に関する法律」（以下、「温対法」という。）に基づく「算

定・報告・公表制度」において、温室効果ガスの排出の抑制等の努力として活用できる制度を構築することが

挙げられている（以下当該制度を「グリーンエネルギーCO2削減相当量認証制度」という。）。本提言を踏まえ

て、2011年2月28日に取りまとめられた新エネルギー等導入促進基礎調査事業（グリーン電力証書制度普及

環境整備調査事業）調査報告書において、その基本的枠組みが示されている。 

 

上記基本的枠組みを踏まえ、2011年度より、本制度の運用主体としてグリーンエネルギーCO2削減相当量

認証委員会（以下「委員会」という。）が設置されグリーン電力種別方法論が策定された。このことで、グリーン

エネルギー証書制度により削減された温室効果ガスの量が、温対法に基づく「算定・報告・公表制度」におい

て、温室効果ガスの排出の抑制等の努力として活用可能となった。 

また、2013年度には、申請者からの要望によりグリーン熱種別方法論が策定され、上記同様、温対法に基づ

く「算定・報告・公表制度」において活用可能となった。2014年度には、カーボンフットプリントを活用したカーボ

ン・オフセット制度（経済産業省）への活用が、2017年度より温対法に基づく「算定・報告・公表制度」におい

て、電気事業者における排出係数の計算の際に活用可能となった。 

 

 

 

1.2事業目的 

 

本事業は、2011年2月28日に取りまとめられた新エネルギー等導入促進基礎調査事業（グリーン証書制度

普及環境整備調査事業）調査報告書において、基本的枠組みが示され、2011年度から運用が開始された上

述のグリーンエネルギーCO2削減相当量認証制度を厳格かつ中立的に運用するために設置された委員会

を、引き続き適正かつ円滑に運営することを目的としている。 

また、上記目的の下、本年度においては、第29回委員会の実績をホームページに掲載した。 
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1.3事業内容 

 

本事業では、グリーンエネルギーCO2削減相当量認証制度運営規則（以下「運営規則」という。）、及びその

他委員会が定めるところに従い、以下の事業を実施した。 

 

（1） グリーンエネルギーCO2削減計画の認定 

（2） グリーンエネルギーCO2削減相当量の認証 

（3） グリーンエネルギーCO2削減相当量の管理 

（4） 検証機関の登録 

（5） 検証機関の管理 

（6） 追加要件の承認の事前確認 

（7） グリーンエネルギーCO2削減相当量認証委員会の運営及び制度の普及拡大に向けた方策に係る調査 

等 

（8） 専門委員会の運営及び制度の普及拡大に向けた方策に係る調査等 

（9） グリーンエネルギーCO2削減相当量認証制度の普及促進 

（10） 関係資料の整理 

（11） (1)～(10)に掲げるものの外、当該制度に関する業務 

 

これら(1)から(10)の事業はその性質から図１に示す、４つの事業群にまとめられる。 
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（1） グリーンエネルギーCO2削減計画の認定 

① 第29回認証委員会にて申請者から提出されたグリーンエネルギーCO2削減計画（グリーン電力種別

方法論３件）について、その添付書類に不備がないかどうかの確認を行った。なお、第30回認証委

員会の開催も今年度予定していたが、新規のグリーンエネルギー削減計画認定申請がなかった等

の理由から、次年度に延期することとした。 

② 検証機関が行ったグリーンエネルギーCO2削減計画に係る検証が、運営規則第５章に定める手続

に従って行われたものであり、かつ要件に適合しているかどうかの確認を行い、各要件に適合して

いるものについて認定を行った。 

③ 認定されたグリーンエネルギーCO2削減計画について、資源エネルギー庁ホームページ掲載用の

データを作成した。 

④ 第29回認証委員会において、申請者からグリーンエネルギーCO2削減計画の変更はなかった。 

 

（2） グリーンエネルギーCO2削減相当量の認証 

① 回認証委員会にて申請者から提出されたグリーンエネルギーCO2削減相当量45件（グリーン電力種

別方法論42件、グリーン熱種別方法論３件）について、その添付書類に不備がないかどうかの確認

を行った。 

② 検証機関が行ったグリーンエネルギーCO2削減相当量の認証に係る検証が、運営規則第6章に定め 
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る手続きに従って行われたものであり、かつ要件に適合しているかどうかの確認を行った。 

③ 検証機関が作成した検証結果報告書の内容が、運営規則第6章に定める要件、認定グリーンエネ 

ルギーCO2削減計画、及びグリーンエネルギーCO2削減相当量申請書の内容と照らし合わせて適正

なものであるかどうかの確認を行った。 

④ 上記③の確認の結果、グリーンエネルギーCO2削減相当量の認証を行って差し支えないと認められ

るものについては委員会において認証が行われ、その結果に基づき申請者に対し認証通知を発行

した。 

⑤ 認証されたグリーンエネルギーCO2削減相当量について、資源エネルギー庁ホームページ掲載用の

データを作成した。 

 

（3） グリーンエネルギーCO2削減相当量の管理 

削減相当量管理システムに認定されたグリーンエネルギーCO2削減計画のデータ、及び認証されたグ

リーンエネルギーCO2削減相当量のデータを登録した。また、削減相当量管理システムの改修要件につ

いて検討を行った。 

 

（4） 検証機関の登録 

2020年度においては、新規の検証機関の登録はなかった。 

 

（5） 検証機関の管理 

    2020年度検証業務活動報告書の提出を受け内容を確認した。 

 

（6） 追加要件の承認の事前確認 

2020年度においては、新規の追加要件の提出はなかった。 

 

（7） グリーンエネルギーCO2削減相当量認証委員会の運営及び制度の普及拡大に向けた方策に係る調査    

等 

① 委員会の開催日について、資源エネルギー庁及び各委員の日程調整を行った上で決定した。なお、 

認証委員会は１回（書面審議）開催した。 

② 委員会用の資料を準備し、内容に関して資源エネルギー庁及び環境省からの合意を得た上で委員へ

配布した。 

③ 資源エネルギー庁と相談の上、適宜、訪問や電話及びメールにて審議内容について説明を行うととも

に、問合せ等への対応を行った。 

④ 審議期間後、書面回答用紙を回収の上、各委員からの回答に基づきグリーンエネルギーCO2削減計

画の認定及びグリーンエネルギーCO2削減相当量の認証結果をとりまとめるとともに、審議結果を資

源エネルギー庁並びに委員に報告した。 

⑤ 証書購入事業者・発行事業者・発電事業者に対して、今後の普及拡大のためのモニタリング調査をヒ

アリングにて行った。 

 

（8） 専門委員会の運営及び制度の普及拡大に向けた方策に係る調査等 

 2020年度は専門委員会を開催しなかった。 
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（9） グリーンエネルギーCO2削減相当量認証制度の普及促進 

本制度の認知度向上のため、資源エネルギー庁ホームページに2020年度実績を掲載した。 

 

（10） 関係資料の整理 

委員会事務局として各種提出書類を受け付けるとともに、委員会宛てに提出された書類及び委員会で

の配付資料を整理の上、ファイリングし、受託者において適切に管理した。事業完了時に、本事業報告書

と併せて資源エネルギー庁担当官あてに送付した。 

 

（11） (1)～(10)に掲げるものの他、制度に関する業務 

(1)～(10)に掲げるものの他、グリーンエネルギーCO2 削減相当量認証制度を取り巻く周辺動向の整理

を行った。 
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2 グリーンエネルギーCO2削減計画の認定・変更 

 

申請者から提出されたグリーンエネルギーCO2削減計画について、申請書類の確認等を行うとともに、委員

会で認定されたグリーンエネルギーCO2削減計画について、資源エネルギー庁ホームページ掲載用のデータ

を作成した。 

また、申請者から提出された認定グリーンエネルギーCO2削減計画の変更について、申請書類の確認等を

行うとともに、委員会で認定されたグリーンエネルギーCO2削減計画の変更について、申請者への通知を行っ

た。 

 

2.1 申請を受けたグリーンエネルギーCO2削減計画 

 

2020年8月に開催された第29回認証委員会において申請を受けた削減計画は、申請者（証書発行事業者）

２社から提出された表1に示す計３件であった。なお、グリーン電力種別方法論では太陽光発電２件、木質バ

イオマス発電１件となっている。 

なお2021年3月に開催される予定だった第30回認証委員会は、グリーンエネルギーCO2削減計画の申請が

なかった等の理由から延期とした。 
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表１ 第29回認証委員会にて申請されたグリーンエネルギーCO２削減計画一覧（グリーン電力種別方法論） 

 

認定 

番号 

申請者 発電種別 発電所 

名称 

発電所 

所在地 

設備容量 

（ｋｗ） 

運転開始 

年月 

追加性の根拠 検証機関 

20-P-001 

ネクストエナジー・ア

ンド・リソース株式会

社 

太陽光発電 

サニーマート生

鮮・惣菜工場太陽

光発電所 

高知県南国市 353 
２０１９年 

６月 

（ｂ）当該設備のグ

リーン電力の維持

に貢献 

一般財団法人 

日本品質保証機構 

20-P-002 

ネクストエナジー・ア

ンド・リソース株式会

社 

太陽光発電 
サニーマート山手

店太陽光発電所 
高知県高知市 212 

２０２０年 

４月 

（ｂ）当該設備のグ

リーン電力の維持

に貢献 

一般財団法人 

日本品質保証機構 

20-B2-001 
日本自然エネルギー

株式会社 
バイオガス発電 

稚内市バイオエネ

ルギーセンター発

電設備 

北海道稚内市 200 
２０１０年 

４月 

（ｂ）当該設備のグ

リーン電力の維持

に貢献 

一般財団法人 

日本品質保証機構 
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2.2 グリーンエネルギーCO2削減計画の確認 

 

提出されたグリーンエネルギーCO2削減計画ごとに書類の有無の確認及び記載事項等の確認を行った。

なお、提出された書類は表２のとおりである。 

また、グリーンエネルギーCO2削減計画の確認を確実に実施するために、表3に示すチェックリストを使用

し、グリーンエネルギーCO2削減計画ごとに内容の確認を行った。 

 

 

表２ 提出書類一覧様式番号等 

 

様式番号等 書類名称 作成者 

様式１－１ グリーンエネルギーCO2削減計画認定申請書 

申請者 

様式１－２ グリーンエネルギーCO2削減等計画書 

 

別紙１ グリーンエネルギーCO2削減事業リスト 

別紙２① グリーン電力要件チェックリスト 

別紙２② グリーン熱要件チェックリスト 

別紙３ グリーンエネルギーCO2削減相当量配分計画 

様式２ 検証結果報告書 検証機関 

様式５（※） 
グリーンエネルギーCO2削減相当量認証制度利用に伴

う誓約書 
申請者 

その他 
検証に利用した参考資料（グリーン電力発電設備及び

グリーン熱設備認定申請書等） 
申請者 

 

様式５（※）は申請１社につき１回のみ提出する書類である 
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表３  グリーンエネルギーCO2 削減計画チェック表（様式） 

 

 

 

グリーンエネルギーCO2削減計画認定申請チェック表

グリーンエネルギーCO2削減相当量認証委員会

確認日： 2020年7月29日

No 必要書類 提出書類 提出有無 事務局所見

1 削減計画認定申請書（様式1-1）

2 削減等計画書（様式1-2）

3 削減事業リスト（様式1-2別紙1 削減等計画書1.2の参考）

4
グリーン電力・熱要件チェックリスト（様式1-2別紙2削減等
計画書1.4の参考）

5
削減相当量配分計画（様式1-2別紙3 削減等計画書3.1
および3.2の参考）

6 検証結果報告書(写）（様式2）

7 誓約書（様式5）

8 検証に利用した参考資料

No グリーンエネルギーCO2削減計画の要件（運営規則） 確認内容 確認結果 事務局所見

1 事業が日本国内で実施されていること。
様式1-2 別紙１にて、グリーンエネルギーを発生させる施設及びプ
ロジェクトの関係主体が日本国内に所在していることにより確認す
る。

2 方法論に基づいて実施されること。
様式1-2 2.2にて、方法論に定められたグリーンエネルギーCO2削
減相当量の算定方法に適合していること、及び適用条件を満たして
いるか確認する。

2-1
【①発電・熱生成方式】方法論に規定される再生可能エネル
ギーによるものであること。

様式1-2別紙2 2-3-1発電方式又は熱生成方式の内容を確認す
る。

2-2

【②発電電力量・熱量認証】発電電力量又は熱量の測定が
的確に行われており、かつ以下のいずれかに該当すること。
[発電電力量の場合]
・電力事業者の系統に供給されている電力。
・所内で消費されている電力。但し発電に直接必要な発電
補機での消費電力量、変圧器等の送電補機での消費電力
量を除く。
[熱量の場合]
・熱供給事業者に供給されている熱量。
・補機類での消費を除く所内消費に供給されている熱量。

様式1-2別紙2 2-3-2発電電力量又は熱量の内容を確認する。

2-3

【③追加性】以下のいずれかに該当すること。
（ａ）当該設備の建設における主要な要素であること。
（ｂ）当該設備のグリーン電力又はグリーン熱の維持に貢献
していること。
（ｃ）当該設備以外のグリーン電力又はグリーン熱の拡大に
貢献していること。

様式1-2別紙1 ２．追加性に関する情報
様式1-2別紙2 2-3-3追加性の内容を確認する。

2-4
【④環境価値の帰属】認証されたグリーン電力・熱の価値が
グリーン電力・熱価値の保有予定者たる顧客に帰属するこ
とを示すこと。

様式1-2別紙2 2-3-4環境価値の帰属の内容を確認する。

2-5

【⑤環境への影響評価】生態系、環境等への影響について
適切な評価・対策を行っていること。また、以下の内容につ
いて検証機関に報告していること。
・環境への影響評価。
・個別の発電方式ごとに検証機関が定める環境モニタリン
グ。

様式1-2別紙2 2-3-5環境の影響評価の内容を確認する。

2-6
【⑥社会的合意】環境への影響についての評価・対策等を
踏まえて立地に対して関係者との合意に達していること。
また、その内容を検証機関に報告していること。

様式1-2別紙２ 2-3-6社会的合意の内容を確認する。

3 検証機関の検証を受けていること。 検証機関が作成した検証結果報告書により確認する。

4
計画に掲げられた全てのグリーンエネルギーCO2削減事業
が、「J-クレジット制度」及び「非化石価値取引市場」に登録
されていないこと。

様式1-2の1.6、1.7でJ-クレジット制度、非化石価値取引市場への
登録が「無」になっている（「有」の場合、重複排除の方法が記載さ
れている）ことを確認する。

5
グリーンエネルギーCO2削減計画に基づく事業を実施する
者との合意に基づいて、適切に運営・管理できる体制を備え
た者が申請者となり、運営・管理がなされるものであること。

様式1-2の2.及び様式1-2別紙1の3.の内容を確認する。

6
グリーンエネルギーCO2削減計画に基づく事業の適切かつ
円滑な実施のために必要となる情報を記録・管理することと
されていること。

様式1-2の2.及び様式1-2別紙1の3.の内容を確認する。

7
記録・管理方法及び体制を示す文書（グリーンエネルギー運
営・管理計画）が作成されていること。

様式1-2の2.及び様式1-2別紙1添付「計量体制」「モニタリング方法
および提出書類」の内容を確認する。

8

グリーンエネルギーCO2削減計画に基づく事業より生じるグ
リーンエネルギーCO2削減相当量の配分予定先を示す文書
（グリーンエネルギーCO2削減相当量配分計画）が作成され
ていること。

様式1-2別紙3に、グリーンエネルギーCO2削減相当量保有予定者
に関する情報、環境価値が除かれた電気価値・熱価値の帰属先に
関する情報、の記載があることにより確認する。

9 その他委員会の定める事項に合致していること。
委員会の定めた申請書類の様式を使用しているか等により確認す
る。

10
モニタリングが方法論に定められた方法で行われているこ
と。

様式1-2の2.2に記載されたモニタリング方法が方法論と一致してい
ることを確認する。

確認結果 事務局所見
総合評価

申請機関名：

発電所：

方法論：

（1）書類提出状況

（2）申請書類チェック項目
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2.3 グリーンエネルギーCO2削減計画の認定 

 

第29回認証委員会にて申請された３件（グリーン電力種別方法論３件）のグリーンエネルギーCO2削減計画

は6名全員の委員より認定された。 

 

2.4 グリーンエネルギーCO2削減計画の公表用資料作成 

 

2020年8月に開催された第29回認証委員会グリーンエネルギーCO2削減計画が全て認定されたことから、

グリーンエネルギーCO2削減計画ごとの公表用資料の作成を行った。 

ここで、公表用資料は、運営規則及び委員会規程に基づき表４に示す資料を公表した。 

公表用資料については、次の手順で作成・公表を行った。 

 

① 2019年度の公表用資料にならい、事務局において個人情報等をマスキングした資料を作成 

② 公表用資料を、事務局から資源エネルギー庁へ提出 

 

表４ 公表資料一覧様式番号等 

 

様式番号等 書類名称 作成者 

様式１－２ グリーンエネルギーCO2削減等計画書 

申請者 

 

別紙１ 本計画におけるグリーンエネルギーCO2削減事業リスト 

別紙２① グリーン電力要件チェックリスト 

別紙２② グリーン熱要件チェックリスト 

別紙３ グリーンエネルギーCO2削減相当量配分計画 

様式２ 検証結果報告書 検証機関 

 

 

また、申請者に対し、削減計画ごとに次ページの図２に示す認定通知を送付した。 
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2020年 月 日 

 

 

                 殿 

 

 

グリーンエネルギーCO2削減相当量認証委員会事務局 

 

 

グリーンエネルギーCO2削減計画の認定について 

 

 

2020年〇月〇日付けをもって、〇〇〇発電におけるグリーンエネルギーCO2削減計画 

（計画名：〇〇〇を利用した発電によるCO2排出削減計画）については、グリーンエネルギー 

CO2削減相当量認証委員会での審査の結果、認定することとなりましたので通知します。 

 

 

 

認定番号：ｘｘ-ｘ-ｘｘｘ 

 

 

 

 

 

（お問合せ先） 

  グリーンエネルギーリーンエネルギーCO2削減相当量認証委員会事務局 

 

一般社団法人 低炭素投資促進機構 

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4-11-5 住友不動産日本橋本町ビル6階 

電話：03-6264-8018 

Fax ：03-6264-8020 

E-mail：green@teitanso.or.jp 

※本制度に係る事務局業務は経済産業省資源エネルギー庁から一般社団法人低炭素投資促進機構に 

委託しています。 

 

 

 

 

 

   図２ 削減計画認定通知の様式 
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3 グリーンエネルギーCO2削減相当量の認証 

 

申請者から提出されたグリーンエネルギーCO2削減相当量の実績について、申請書類の確認等を行うとと

もに、委員会で認証されたグリーンエネルギーCO2削減相当量について、資源エネルギー庁ホームページ掲

載用のデータを作成した。 

 

3.1 申請を受けたグリーンエネルギーCO2削減相当量 

 

2020年8月に開催された第29回認証委員会において認証申請を受けたグリーンエネルギーCO2削減相当

量は、申請者（証書発行事業者）5社から提出された表5～表13に示す計45件（グリーン電力種別方法論42

件、グリーン熱種別方法論3件）であった。 
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表５ 第 29 回認証委員会にて申請されたグリーンエネルギーCO２削減相当量認証申請一覧（グリーン電力種別方法論）（１／７） 

 

認定番号 

認定日 

発電種別 

計画名 申請者 発電所名称 

発電

所 

所在

地 

設備容量 

（kw） 
電力量 

グリーンエネ

ルギーCO2

削減相当量 

（ｔCO2） 

運転開始 

年月 

適用する排出係

数（kgCO2/ｋｗｈ） 
検証機関 

12-W-006 

2013/3/29 

風力発電 

風力を利用した発

電による CO2 排

出削減 

横
浜
市 

横浜市風力発電設備 
横浜

市 
1,980.0 2,102,305 996,492 2007 年 3 月 

0.474(2019 年度

全電源送電端平

均） 

一般財団

法人日本

品質保証

機構 

 

16-B3-001 

2016/8/31 

木質バイオマ

ス発電 

木質バイオマス燃

料を利用した発電

による CO2 排出

削減 

ネ
ク
ス
ト
エ
ナ
ジ
ー
・
ア
ン
ド
・
リ
ソ
ー
ス
株
式
会
社 

兵庫パルプ工業株式

会社谷川工場発電所 

兵庫

県伊

丹市 

18,900.0 11,288,695 5,847,544 
2004 年 10

月 

0.518(2018 年度

全電源受電端平

均） 

16-B3-001 

2016/8/31 

木質バイオマ

ス発電 

木質バイオマス燃

料を利用した発電

による CO2 排出

削減 

兵庫パルプ工業株式

会社谷川工場発電所 

兵庫

県伊

丹市 

18,900.0 4,793,598 2,483,083 
2004 年 10

月 

0.518(2018 年度

全電源受電端平

均） 

16-B3-001 

2016/8/31 

木質バイオマ

ス発電 

木質バイオマス燃

料を利用した発電

による CO2 排出

削減 

兵庫パルプ工業株式

会社谷川工場発電所 

兵庫

県伊

丹市 

18,900.0 7,721,212 3,999,588 
2004 年 10

月 

0.518(2018 年度

全電源受電端平

均） 

16-B3-001 

2016/8/31 

木質バイオマ

ス発電 

木質バイオマス燃

料を利用した発電

による CO2 排出

削減 

兵庫パルプ工業株式

会社谷川工場発電所 

兵庫

県伊

丹市 

18,900.0 9,978,634 5,168,932 
2004 年 10

月 

0.518(2018 年度

全電源受電端平

均） 

16-B3-001 

2016/8/31 

木質バイオマ

ス発電 

木質バイオマス燃

料を利用した発電

による CO2 排出

削減 

兵庫パルプ工業株式

会社谷川工場発電所 

兵庫

県伊

丹市 

18,900.0 36,958,971 18,368,608 
2004 年 10

月 

0.497(2019 年度

全電源送電端平

均） 
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表６ 第 29 回認証委員会にて申請されたグリーンエネルギーCO２削減相当量認証申請一覧（グリーン電力種別方法論）（２／７） 

認定番号 

認定日 

発電種別 

計画名 申請者 発電所名称 

発電

所 

所在

地 

設備容量 

（kw） 
電力量 

グリーンエネ

ルギーCO2

削減相当量 

（ｔCO2） 

運転開始 

年月 

適用する排出係

数（kgCO2/ｋｗｈ） 
検証機関 

16-B1-001 

2016/8/31 

バイオマス発

電 

 （鶏糞、バガ

ス等） 

鶏糞・バガスを利

用した発電による

CO2 排出削減 

ネ
ク
ス
ト
エ
ナ
ジ
ー
・
ア
ン
ド
・
リ
ソ
ー
ス
株
式
会
社 

南九州バイオマス宮

之城発電所 

鹿児

島県

薩摩

郡 

1,950.0 2,755,771 1,532,208 2006 年 5 月 

0.556(2016 年度

全電源受電端平

均） 

一般財団

法人日本

品質保証

機構 

 

16-B1-001 

2016/8/31 

バイオマス発

電  

（鶏糞、バガス

等） 

鶏糞・バガスを利

用した発電による

CO2 排出削減 

南九州バイオマス宮

之城発電所 

鹿児

島県

薩摩

郡 

1,950.0 661,776 353,388 2006 年 5 月 

0.534(2017 年度

全電源受電端平

均） 

16-B1-001 

2016/8/31 

バイオマス発

電 

 （鶏糞、バガ

ス等） 

鶏糞・バガスを利

用した発電による

CO2 排出削減 

南九州バイオマス宮

之城発電所 

鹿児

島県

薩摩

郡 

1,950.0 3,477,391 1,856,926 2006 年 5 月 

0.534(2017 年度

全電源受電端平

均） 

16-B1-001 

2016/8/31 

バイオマス発

電 

 （鶏糞、バガ

ス等） 

鶏糞・バガスを利

用した発電による

CO2 排出削減 

南九州バイオマス宮

之城発電所 

鹿児

島県

薩摩

郡 

1,950.0 580,319 309,890 2006 年 5 月 

0.534(2017 年度

全電源受電端平

均） 

16-B1-001 

2016/8/31 

バイオマス発

電（鶏糞、バ

ガス等） 

鶏糞・バガスを利

用した発電による

CO2 排出削減 

南九州バイオマス宮

之城発電所 

鹿児

島県

薩摩

郡 

1,950.0 686,384 355,546 2006 年 5 月 

0.518(2018 年度

全電源受電端平

均） 
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表７ 第 29 回認証委員会にて申請されたグリーンエネルギーCO２削減相当量認証申請一覧（グリーン電力種別方法論）（３／７） 

認定番号 

認定日 

発電種別 

計画名 申請者 発電所名称 

発電

所 

所在

地 

設備容量 

（kw） 
電力量 

グリーンエネ

ルギーCO2

削減相当量 

（ｔCO2） 

運転開始 

年月 

適用する排出係

数（kgCO2/ｋｗｈ） 
検証機関 

16-B1-001 

2016/8/31 

バイオマス発

電 

 （鶏糞、バガ

ス等） 

鶏糞・バガスを利

用した発電による

CO2 排出削減 

ネ
ク
ス
ト
エ
ナ
ジ
ー
・
ア
ン
ド
・
リ
ソ
ー
ス
株
式
会
社 

南九州バイオマス宮

之城発電所 

鹿児

島県

薩摩

郡 

1,950.0 3,522,284 1,824,543 2006 年 5 月 

0.518(2018 年度

全電源受電端平

均） 

一般財団

法人日本

品質保証

機構 

 

16-B1-001 

2016/8/31 

バイオマス発

電 

 （鶏糞、バガ

ス等） 

鶏糞・バガスを利

用した発電による

CO2 排出削減 

南九州バイオマス宮

之城発電所 

鹿児

島県

薩摩

郡 

1,950.0 562,395 291,320 2006 年 5 月 

0.518(2018 年度

全電源受電端平

均） 

16-B1-001 

2016/8/31 

バイオマス発

電  

（鶏糞、バガス

等） 

鶏糞・バガスを利

用した発電による

CO2 排出削減 

南九州バイオマス宮

之城発電所 

鹿児

島県

薩摩

郡 

1,950.0 5,535,591 2,751,188 2006 年 5 月 

0.487(2019 年度

全電源受電端平

均） 

17‐B3-001 

2017/12/22 

木質バイオマ

ス発電 

木質バイオマス燃

料を利用した発電

による CO2 排出

削減 

糸魚川バイオマス発

電所 

新潟

県糸

魚川

市 

50,000.0 62,139,420 30,883,291 
2004 年 10

月 

0.497(2019 年度

全電源受電端平

均） 

12-B1-007 

2013/3/29 

 バイオマス

発電（鶏糞、

バガス等） 

鶏糞・バガスを利

用した発電による

CO2 排出削減 

日
本
自
然
エ
ネ
ル

ギ
ー
株
式
会
社 

石垣島製糖株式会社 

沖縄

県石

垣市 

1,800.0 3,073,000 1,527,281 
2003 年 12

月 

0.497(2019 年度

全電源受電端平

均） 
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表８ 第 29 回認証委員会にて申請されたグリーンエネルギーCO２削減相当量認証申請一覧（グリーン電力種別方法論）（４／７） 

認定番号 

認定日 

発電種別 

計画名 申請者 発電所名称 

発電

所 

所在

地 

設備容量 

（kw） 
電力量 

グリーンエネ

ルギーCO2

削減相当量 

（ｔCO2） 

運転開始 

年月 

適用する排出係

数（kgCO2/ｋｗｈ） 
検証機関 

12-B1-011 

2013/3/29 

バイオマス発

電  

（鶏糞、バガス

等） 

鶏糞・バガスを利

用した発電による

CO2 排出削減 

日
本
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
株
式
会
社 

宮古製糖（株）伊良部

工場バガス発電施設 

沖縄

県宮

古島

市 

920.0 1,224,000 653,616 
2010 年 12

月 

0.534(2017 年度

全電源受電端平

均） 

一般財団

法人日本

品質保証

機構 

 

12-B1-013 

2013/3/29 

 バイオマス

発電 

（鶏糞、バガス

等） 

鶏糞・バガスを利

用した発電による

CO2 排出削減 

南国興産バイオマス

発電設備 

宮崎

県都

城市 

3,210.0 10,856,000 5,395,432 2012 年 4 月 

0.497(2019 年度

全電源受電端平

均） 

12-B2-005 

2013/3/29 

バイオガス発

電 

バイオガスを利用

した発電による

CO2 排出削減 

バイオエナジー（株）

食品循環資源リサイ

クル施設発電設備 

東京

都大

田区 

1,120.0 2,352,060 1,307,745 2004 年 4 月 

0.556(2016 年度

全電源受電端平

均） 

17-B2-001 

2017/12/22 

バイオガス発

電 

バイオガスを利用

した発電による

CO2 排出削減 

佐賀市下水浄化セン

ター消化ガスコージェ

ネ発電施設 

佐賀

県佐

賀市 

400.0 3,110,000 1,545,670 2011 年 4 月 

0.497(2019 年度

全電源受電端平

均） 

12-B2-003 

2013/3/29 

バイオガス発

電 

バイオガスを利用

した発電による

CO2 排出削減 

森ヶ崎発電所 

東京

都大

田区 

3,200.0 20,000,000 9,940,000 2004 年 4 月 

0.497(2019 年度

全電源受電端平

均） 
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表９ 第 29 回認証委員会にて申請されたグリーンエネルギーCO２削減相当量認証申請一覧（グリーン電力種別方法論）（５／７） 

認定番号 

認定日 

発電種別 

計画名 申請者 発電所名称 

発電

所 

所在

地 

設備容量 

（kw） 
電力量 

グリーンエネ

ルギーCO2

削減相当量 

（ｔCO2） 

運転開始 

年月 

適用する排出係

数（kgCO2/ｋｗｈ） 
検証機関 

12-B3-013 

2013/3/29 

木質バイオマ

ス発電 

木質バイオマス燃

料を利用した発電

による CO2 排出

削減 

日
本
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
株
式
会
社 

日本ノボパン木質バ

イオマス発電所 

大阪

府堺

市 

6,500.0 14,327,000 7,650,618 
2007 年 12

月 

0.534(201７年度

全電源受電端平

均） 

一般財団

法人日本

品質保証

機構 

 

12-B3-013 

2013/3/29 

木質バイオマ

ス発電 

木質バイオマス燃

料を利用した発電

による CO2 排出

削減 

日本ノボパン木質バ

イオマス発電所 

大阪

府堺

市 

6,500.0 28,657,000 14,242,529 
2007 年 12

月 

0.497(2019 年度

全電源受電端平

均） 

18-B3-002 

2018/12/29 

木質バイオマ

ス発電 

木質バイオマス燃

料を利用した発電

による CO2 排出

削減 

日本ノボパンつくば工

場木質バイオマス発

電所 

茨城

県つく

ば市 

990.0 7,224,000 3,590,328 1998 年 2 月 

0.497(2019 年度

全電源受電端平

均） 

12-B3-015 

2013/3/29 

木質バイオマ

ス発電 

木質バイオマス燃

料を利用した発電

による CO2 排出

削減 

石巻合板工業株式会

社 

宮城

県石

巻市 

3,000.0 17,303,000 8,599,591 1998 年 5 月 

0.497(2019 年度

全電源受電端平

均） 

12-B3-016 

2013/3/29 

木質バイオマ

ス発電 

木質バイオマス燃

料を利用した発電

による CO2 排出

削減 

銘建工業株式会社本

社工場エコ発電所 

岡山

県真

庭市 

1,950.0 2,466,000 1,277,388 1998 年 3 月 

0.518(2018 年度

全電源受電端平

均） 

12-B3-016 

2013/3/29 

木質バイオマ

ス発電 

木質バイオマス燃

料を利用した発電

による CO2 排出

削減 

銘建工業株式会社本

社工場エコ発電所 

岡山

県真

庭市 

1,950.0 10,502,000 5,219,494 1998 年 3 月 

0.497(2019 年度

全電源受電端平

均） 
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表１０ 第 29 回認証委員会にて申請されたグリーンエネルギーCO２削減相当量認証申請一覧（グリーン電力種別方法論）（６／７） 

認定番号 

認定日 

発電種別 

計画名 申請者 発電所名称 

発電

所 

所在

地 

設備容量 

（kw） 
電力量 

グリーンエネ

ルギーCO2

削減相当量 

（ｔCO2） 

運転開始 

年月 

適用する排出係

数（kgCO2/ｋｗｈ） 
検証機関 

12-B3-011 

2013/3/29 

木質バイオマ

ス発電 

木質バイオマス燃

料を利用した発電

による CO2 排出

削減 

日
本
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
株
式
会
社 

能代バイオマス発電

設備 

秋田

県能

代市 

3,000.0 14,108,298 7,308,098 2003 年 2 月 

0.518(2018 年度

全電源受電端平

均） 

一般財団

法人日本

品質保証

機構 

 

12-B3-010 

2013/3/29 

木質バイオマ

ス発電 

木質バイオマス燃

料を利用した発電

による CO2 排出

削減 

津別単板協同組合バ

イオマスエネルギー

センター 

北海

道網

走郡 

4,700.0 4,014,000 2,143,476 
2007 年 12

月 

0.534(2017 年度

全電源受電端平

均） 

12-B3-010 

2013/3/29 

木質バイオマ

ス発電 

木質バイオマス燃

料を利用した発電

による CO2 排出

削減 

津別単板協同組合バ

イオマスエネルギー

センター 

北海

道網

走郡 

4,700.0 23,994,988 11,925,509 
2007 年 12

月 

0.497(2019 年度

全電源受電端平

均） 

17-B3-001 

2017/12/22 

木質バイオマ

ス発電 

木質バイオマス燃

料を利用した発電

による CO2 排出

削減 

セイホクバイオマス発

電設備 

宮城

県石

巻市 

2,300.0 12,419,000 6,172,243 2005 年 8 月 

0.497(2019 年度

全電源受電端平

均） 

12-B3-014 

2013/3/29 

木質バイオマ

ス発電 

木質バイオマス燃

料を利用した発電

による CO2 排出

削減 

菱秋木材㈱1 号発電

所 

秋田

県能

代市 

990.0 2,454,000 1,271,172 
2005 年 12

月 

0.518(2019 年度

全電源受電端平

均） 

12-B3-014 

2013/3/29 

木質バイオマ

ス発電 

木質バイオマス燃

料を利用した発電

による CO2 排出

削減 

菱秋木材㈱1 号発電

所 

秋田

県能

代市 

990.0 2,335,000 1,160,495 
2005 年 12

月 

0.497(2019 年度

全電源受電端平

均） 
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表１０ 第 29 回認証委員会にて申請されたグリーンエネルギーCO２削減相当量認証申請一覧（グリーン電力種別方法論）（７／７） 

認定番号 

認定日 

発電種別 

計画名 申請者 発電所名称 

発電

所 

所在

地 

設備容量 

（kw） 
電力量 

グリーンエネ

ルギーCO2

削減相当量 

（ｔCO2） 

運転開始 

年月 

適用する排出係

数（kgCO2/ｋｗｈ） 
検証機関 

16-P-001 

2016/12/21 

太陽光発電 

太陽光を利用した

発電による CO2 

排出削減 

日
本
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
株
式
会
社 

三甲株式会社関東第

5 工場太陽光発電設

備 

山梨

県ア

ルプス

市 

498 544,000 290,496 2011 年 1 月 

0.534(2017 年度

全電源受電端平

均） 

一般財団

法人日本

品質保証

機構 

 

17-P-001 

2017/12/22 

太陽光発電 

太陽光を利用した

発電による CO2 

排出削減 

日本通運㈱千葉海運

支店習志野ロジステ

ィクスセンター太陽光

発電所 

千葉

県習

志野

市 

482.76 541,622 280,560 2012 年 3 月 

0.518(2018 年度

全電源受電端平

均） 

15-P-001 

2015/10/23 

太陽光発電 

太陽光を利用した

発電による CO2 

排出削減 

さぬき市みどり太陽

光発電所 

香川

県さぬ

き市 

200 210,000 108,780 2010 年 1 月 

0.518(2018 年度

全電源受電端平

均） 

12-W-008 

2013/3/29 

風力発電 

風力を利用した発

電による CO2 排

出削減 

ユーラス田代平風力 

秋田

県鹿

角市 

7,650 100,000 47,400 
2003 年 11

月 

0.474(2019 年度

全電源送電端平

均） 
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表１３ 第 29 回認証委員会にて申請されたグリーンエネルギーCO２削減相当量認証申請一覧（グリーン熱種別方法論） 

 

認定番号 計画名 申請者 
発電所又は熱設備

名称 

発電所

又は熱

設備所

在地 

設備容量

（GJ/h） 

生成熱量 

（MJHHV） 

グリーンエネ

ルギーCO2

削減相当量

（kgCO2） 

運転開始年月 
適用排出係数

（tCO2/GJ） 
検証機関 

17-BB-002 

2014/9/29 

バイオマス熱

（木質バイオマ

ス蒸気供給施

設（熱電供給

システム）） 

バイオマス熱 

（木質バイオ

マス蒸気供給

施設（熱電供

給システム））

を利用した熱

生成による

CO2 排出削減 日
本
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
株
式
会
社 

セイホクバイオマス

熱電供給設備 

宮城県

石巻市 
70.0 60,516,377 3,806,942 2005 年 9 月 

0.0749(燃料種：A

重油） 

一般財団法

人日本品質

保証機構 

 

13-BB-001 

2014/9/29 

バイオマス熱

（木質バイオマ

ス蒸気供給施

設（熱電供給

システム）） 

バイオマス熱 

（木質バイオ

マス蒸気供給

施設（熱電供

給システム））

を利用した熱

生成による

CO2 排出削減 

能代森林資源利用 

協同組合熱電供給

設備 

秋田県

能代市 
87.0 185,911,420 10,971,846 2007 年 11 月 

0.0736(燃料種：A

重油） 

13-BB-001 

2014/9/29 

バイオマス熱

（木質バイオマ

ス蒸気供給施

設（熱電供給

システム）） 

バイオマス熱 

（木質バイオ

マス蒸気供給

施設（熱電供

給システム））

を利用した熱

生成による

CO2 排出削減 

能代森林資源利用 

協同組合熱電供給

設備 

秋田県

能代市 
87.0 185,911,420 10,440,160 2007 年 11 月 

0.0736(燃料種：A

重油） 
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3.2グリーンエネルギーCO2削減相当量の確認 

 

提出されたグリーンエネルギーCO2削減相当量認証申請ごとに書類の有無の確認及び記載事項等の確認

を行った。なお、グリーンエネルギーCO2削減相当量認証申請ごとに提出された書類は表１４のとおりである。 

また、グリーンエネルギーCO2削減相当量認証申請の内容確認を確実に実施するために、表１５に示すチ

ェックリストを利用し、グリーンエネルギーCO2削減相当量認証申請ごとに内容の確認を行った。 

 

 

表１４ 提出書類一覧 

 

様式番号等 書類名称 作成者 

様式３－１ グリーンエネルギーCO2削減相当量認証申請書 

申請者 
様式３－２ グリーンエネルギーCO2削減等計画書（実績） 

 
別紙１ グリーンエネルギーCO2削減事業リスト（実績） 

別紙２ グリーンエネルギーCO2削減相当量配分計画（実績） 

様式４ 検証結果報告書（実績） 検証機関 

その他 検証に利用した参考資料（グリーン電力認証申請書等） 申請者 
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表１５ グリーンエネルギーCO2削減相当量認証申請書チェック表（様式） 

 

 

 

 

 

グリーンエネルギーCO2削減相当量認証委員会

確認日： 2020年 月 日

No 必要書類 提出書類 提出有無 事務局所見

1
削減相当量認証申請書（様式3-1）※規定事項：第6章2号
（１）

有り

2 削減等計画書（実績）（様式3-2） 有り

3
削減事業リスト（実績）（様式3-2別紙1 削減等計画書（実
績）1.2、1.4、1.5、2.1の参考）

有り

4
削減相当量配分計画（様式3-2別紙2 削減等計画書（実
績）3.1および3.2の参考）

有り

5 検証結果報告書(写）（様式4） 有り

6 検証に利用した参考資料 有り

No グリーンエネルギーCO2削減計画の要件（運営規則） 確認内容 確認結果 事務局所見

1
グリーンエネルギーCO2削減相当量は、認定削減計画に
従って当該計画を実施した結果生じている。

・検証結果一覧表の対象発電設備（CO2削減計画認定 No.）と
公開情報を照らし合わせ計画が存在することを確認。
・検証結果概要書の1.グリーンエネルギーCO2削減計画の概要
の事業概要が上記公開情報と同じか確認。

適合

2
グリーンエネルギーCO2削減相当量が認定グリーンエネル
ギーCO2削減計画に従って算定されている。

認定グリーンエネルギーCO2削減計画書の内容と様式 3-2の内
容を照らし合せ確認する。
・1.3方法論を確認する。
・1.4の算定方法が方法論に合っているか確認。
・様式3-2 別紙1 事業リストのタブ名が方法論と同じか確認。

適合

3

発電電力量の測定が的確に行われており、かつ、認定削減
計画で定めた以下のいずれかに該当していること。
・電力事業者の系統に供給されている電力。
・所内で消費されている電力。但し発電に直接必要な発電
補機での消費電力量、変圧器等の送電補機での消費電力
量を除く。

検証結果概要書の内容を確認。
（計画段階で確認済）
・計画の変更の有無を確認。なければ適合。
・変更あれば担当者に確認。

適合

4 認証申請期間が実施期間内であること。
様式3-2 1.5の認証申請期間が様式3-2別紙1 5.「認証申請期
間」を超えていないかを確認する。

適合

5
申請されるグリーンエネルギーCO2削減相当量が適切であ
る。

様式3-2別紙1 3.の内容を確認する。 適合

6
算定に用いられた二酸化炭素排出係数における経過年数
の考え方が適切である。

様式3-2別紙1 3.5の内容を確認する。 適合

7
認証されたグリーン電力・熱の価値がグリーン電力・熱価値
の保有予定者たる顧客に帰属することを示している。また、
保有予定量が認証削減相当量を超えていないこと。

様式3-2別紙1様式3-2別紙2 1.の内容を確認する。 適合

8
認証されたグリーン電力・熱における環境価値が除かれた
電気価値の帰属先が示されている。

様式3-2別紙2 2.の内容を確認する。 適合

9
グリーンエネルギー運営・管理体制について、認定削減計
画からの変更があった場合、その旨の説明がなされている
こと。

様式3-2 1.6および検証結果報告書の内容を確認する。 適合

10 その他委員会の定める事項に合致していること。
委員会の定めた申請書類の様式を使用しているか等により確認
する。

適合

11
モニタリングが方法論に定められた方法で行われているこ
と。

様式3-2 2.2に記載されたモニタリング方法が方法論と一致して
いることを確認する。

適合

12 検証機関の検証を受けていること。 検証機関が作成した検証結果報告書により確認する。 適合

確認結果 事務局所見

適合
総合評価

グリーンエネルギーCO2削減相当量認証申請チェック表

申請機関名：

発電所名称：

方法論：

（1）書類提出状況

（2）申請書類チェック項目
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第29回認証委員会において申請を受けたグリーンエネルギーCO2削減相当量について、チェック項目を重点

的に確認し、記録した事務局所見を表16～表29に示す（表中のNoは表15のNoと対応している）。 

 

表１６ 第 29 回認証委員会に申請されたグリーンエネルギーCO2 削減相当量に対する事務局所見の 

一覧（１/３） 

 

整理 

番号 
発電所名称 

事務局所見 

No 内容 

１ 横浜市風力発電設備 

5 
様式3-2別紙1の3.に記されている数値が適正であることを、検

証に利用した参考資料をもとに確認した。 

7 
様式3-2別紙1の3.6の内容、及び様式3-2別紙2の内容により確

認した。 

２ 
兵庫パルプ工業株式会社

谷川工場発電所 

5 
様式3-2別紙1の3.に記されている数値が適正であることを、検

証に利用した参考資料をもとに確認した。 

7 
様式3-2別紙1の3.6の内容、及び様式3-2別紙2の内容により確

認した。 

３ 
南九州バイオマス宮之城発

電所 

5 
様式3-2別紙1の3.に記されている数値が適正であることを、検

証に利用した参考資料をもとに確認した。 

7 
様式3-2別紙1の3.6の内容、及び様式3-2別紙2の内容により確

認した。 

４ 糸魚川バイオマス発電所 

5 
様式3-2別紙1の3.に記されている数値が適正であることを、検

証に利用した参考資料をもとに確認した。 

7 
様式3-2別紙1の3.6の内容、及び様式3-2別紙2の内容により確

認した。 

５ 石垣島製糖株式会社 

5 
様式3-2別紙1の3.に記されている数値が適正であることを、検

証に利用した参考資料をもとに確認した。 

7 
様式3-2別紙1の3.6の内容、及び様式3-2別紙2の内容により確

認した。 

６ 
宮古製糖（株）伊良部工場

バガス発電施設 

5 
様式3-2別紙1の3.に記されている数値が適正であることを、検

証に利用した参考資料をもとに確認した。 

7 
様式3-2別紙1の3.6の内容、及び様式3-2別紙2の内容により確

認した。 

７ 
南国興産バイオマス発電設

備 

5 
様式3-2別紙1の3.に記されている数値が適正であることを、検

証に利用した参考資料をもとに確認した。 

7 
様式3-2別紙1の3.6の内容、及び様式3-2別紙2の内容により確

認した。 

８ 

バイオエナジー（株）食品循

環資源リサイクル施設発電

設備 

5 
様式3-2別紙1の3.に記されている数値が適正であることを、検

証に利用した参考資料をもとに確認した。 

7 
様式3-2別紙1の3.6の内容、及び様式3-2別紙2の内容により確

認した。 

９ 
佐賀市下水浄化センター消

化ガスコージェネ発電施設 

5 
様式3-2別紙1の3.に記されている数値が適正であることを、検

証に利用した参考資料をもとに確認した。 

7 
様式3-2別紙1の3.6の内容、及び様式3-2別紙2の内容により確

認した。 
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表１7 第 29 回認証委員会に申請されたグリーンエネルギーCO2 削減相当量に対する事務局所見の

一覧（２/３） 

１０ 森ヶ崎発電所 

5 
様式3-2別紙1の3.に記されている数値が適正であることを、検

証に利用した参考資料をもとに確認した。 

7 
様式3-2別紙1の3.6の内容、及び様式3-2別紙2の内容により確

認した。 

１１ 
日本ノボパンつくば工場木

質バイオマス発電所 

5 
様式3-2別紙1の3.に記されている数値が適正であることを、検

証に利用した参考資料をもとに確認した。 

7 
様式3-2別紙1の3.6の内容、及び様式3-2別紙2の内容により確

認した。 

１２ 石巻合板工業株式会社 

5 
様式3-2別紙1の3.に記されている数値が適正であることを、検

証に利用した参考資料をもとに確認した。 

7 
様式3-2別紙1の3.6の内容、及び様式3-2別紙2の内容により確

認した。 

１３ 
銘建工業株式会社本社工

場エコ発電所 

5 
様式3-2別紙1の3.に記されている数値が適正であることを、検

証に利用した参考資料をもとに確認した。 

7 
様式3-2別紙1の3.6の内容、及び様式3-2別紙2の内容により確

認した。 

１４ 能代バイオマス発電設備 

5 
様式3-2別紙1の3.に記されている数値が適正であることを、検

証に利用した参考資料をもとに確認した。 

7 
様式3-2別紙1の3.6の内容、及び様式3-2別紙2の内容により確

認した。 

１５ 
津別単板協同組合バイオマ

スエネルギーセンター 

5 
様式3-2別紙1の3.に記されている数値が適正であることを、検

証に利用した参考資料をもとに確認した。 

7 
様式3-2別紙1の3.6の内容、及び様式3-2別紙2の内容により確

認した。 

１６ 
セイホクバイオマス発電設

備 

5 
様式3-2別紙1の3.に記されている数値が適正であることを、検

証に利用した参考資料をもとに確認した。 

7 
様式3-2別紙1の3.6の内容、及び様式3-2別紙2の内容により確

認した。 

１７ 菱秋木材㈱1号発電所 

5 
様式3-2別紙1の3.に記されている数値が適正であることを、検

証に利用した参考資料をもとに確認した。 

7 
様式3-2別紙1の3.6の内容、及び様式3-2別紙2の内容により確

認した。 

１８ 菱秋木材㈱1号発電所 

5 
様式3-2別紙1の3.に記されている数値が適正であることを、検

証に利用した参考資料をもとに確認した。 

7 
様式3-2別紙1の3.6の内容、及び様式3-2別紙2の内容により確

認した。 

１９ 
新東海製紙㈱島田工場発

電所第5号発電設備 

5 
様式3-2別紙1の3.に記されている数値が適正であることを、検

証に利用した参考資料をもとに確認した。 

7 
様式3-2別紙1の3.6の内容、及び様式3-2別紙2の内容により確

認した。 

２０ 
森林資源活用センター発電

所「森の発電所 

5 
様式3-2別紙1の3.に記されている数値が適正であることを、検

証に利用した参考資料をもとに確認した。 

7 
様式3-2別紙1の3.6の内容、及び様式3-2別紙2の内容により確

認した。 
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表１８ 第 29 回認証委員会に申請されたグリーンエネルギーCO2 削減相当量に対する事務局所見の

一覧（３/３） 

２１ 火の谷太陽光発電所 

5 
様式3-2別紙1の3.に記されている数値が適正であることを、検

証に利用した参考資料をもとに確認した。 

7 
様式3-2別紙1の3.6の内容、及び様式3-2別紙2の内容により確

認した。 

２２ 
東京国際エアカーゴターミ

ナル太陽光発電所 

5 
様式3-2別紙1の3.に記されている数値が適正であることを、検

証に利用した参考資料をもとに確認した。 

7 
様式3-2別紙1の3.6の内容、及び様式3-2別紙2の内容により確

認した。 

２３ 
三甲株式会社関東第5工場

太陽光発電設備 

5 
様式3-2別紙1の3.に記されている数値が適正であることを、検

証に利用した参考資料をもとに確認した。 

7 
様式3-2別紙1の3.6の内容、及び様式3-2別紙2の内容により確

認した。 

２４ 
さぬき市みどり太陽光発電

所 

5 
様式3-2別紙1の3.に記されている数値が適正であることを、検

証に利用した参考資料をもとに確認した。 

7 
様式3-2別紙1の3.6の内容、及び様式3-2別紙2の内容により確

認した。 

２５ ユーラス田代平風力 

5 
様式3-2別紙1の3.に記されている数値が適正であることを、検

証に利用した参考資料をもとに確認した。 

7 
様式3-2別紙1の3.6の内容、及び様式3-2別紙2の内容により確

認した。 
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3.3 グリーンエネルギーCO2 削減相当量の認証 

 

第29回認証委員会にて申請された45件、グリーンエネルギーCO2削減相当量は、6名全員の委員より認証

された。 

 

3.4グリーンエネルギーCO2削減相当量の公表用資料作成 

 

2020年8月に開催された第29回認証委員会及2021年3月に開催されたグリーンエネルギーCO2削減相当量

認証申請が全て認証されたことから、グリーンエネルギーCO2削減相当量認証申請ごとの公表用資料の作成

を行った。 

ここで、公表用資料は、運営規則及び委員会規程に基づき表19に示す資料を公表した。 

 

公表用資料については、次の手順で作成・公表を行った。 

① 2019年度の公表用資料にならい、事務局において個人情報等をマスキングした資料を作成 

  ② 公表用資料を、事務局から資源エネルギー庁へ提出 
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表１９ 公表資料一覧 

 

様式番号等 書類名称 作成者 

様式３－２ グリーンエネルギーCO2削減等計画書（実績） 

申請者 
 

別紙１ グリーンエネルギーCO2削減事業リスト（実績） 

別紙２ グリーンエネルギーCO2削減相当量配分計画（実績） 

様式４ 検証結果報告書（実績） 検証機関 

 

 

また、申請者に対し、削減計画ごとに次のページ図３に示す認証通知を送付した。 
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2020年 月 日   

 

                殿 

 

 

グリーンエネルギーCO2削減相当量認証委員会事務局   

 

 

グリーンエネルギーCO2削減相当量の認証について 

 

 

申請のありましたグリーンエネルギーCO2削減相当量について、グリーンエネルギーCO2削減 

相当量認証委員会での審査の結果、下記の通り認証しましたので通知します。 

 

 

認証日         2020年  月   日 

 

 

削減計画名 

 

 

   グリーンエネルギー 

CO2削減相当量 

 

シリアル番号      0000000‐000000—0000000～0000000‐000000—0000000 

 

 

 

 

（お問合せ先） 

グリーンエネルギーCO2削減相当量認証委員会事務局 

 

一般社団法人 低炭素投資促進機構 

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4-11-5 住友不動産日本橋本町ビル6階 

電話：03-6264-8018 

Fax ：03-6264-8020 

E-mail：green@teitanso.or.jp 

※本制度に係る事務局業務は経済産業省資源エネルギー庁から一般社団法人低炭素投資 

促進機構に委託しています。 

 

 

 

図３ グリーンエネルギーCO2削減相当量認証通知 
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4 グリーンエネルギーCO2 削減相当量の管理 

 

4.1 2020年度事業実施に伴うグリーンエネルギーCO2削減相当量管理情報の管理 

 

認証されたグリーンエネルギーCO2削減相当量を管理するために認定グリーンエネルギーCO2削減計画及

び認証グリーンエネルギーCO2削減相当量を削減相当量管理システムに登録した。 

2020年度の本事業期間中のグリーンエネルギーCO2削減相当量管理情報の登録手順と内容はそれぞれ以

下のとおりである。 

 

（１）グリーンエネルギーCO2削減計画認定 

 

第29回認証委員会において認定された申請者のグリーンエネルギーCO2削減計画について、グリーンエ

ネルギーCO2削減計画のデータを削減相当量管理システムへ登録した。 

 

（2）グリーンエネルギーCO2削減相当量認証 

 

第29回認証委員会において認定された申請者のグリーンエネルギーCO2削減相当量について、グリーン

エネルギーCO2削減相当量のデータを削減相当量管理システムへ登録した。 

なお、昨年度と同様、グリーンエネルギーCO2削減相当量は1t CO2ごとに管理することとし、シリアル番号

は以下に示す要領で付番することとした。 

 

グリーンエネルギーCO2認証削減量を1tごとに識別するため、以下の英数字の組合せとする。 

 

「AABBCCC-YYMMDD-XXXXXXXX」 

 

ここで、各記号の意味は表２０のとおりとする。 
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表２０ グリーンエネルギーCO2削減相当量管理のためのシリアル番号の付番方法 

 

項目 意味 記号 内容 桁数 英数 

ＡＡBBCCC 
削減計画 

認定番号 

ＡＡ 認定年度（西暦2桁） ２ 数値 

ＢＢ 方法論 １～２ 英＋数 

ＣＣ 連番（００１～） ３ 数値 

YYMMDD 
削減量 

認定日 

ＹＹ 認証年（西暦2桁） ２ 数値 

MM 認証月 ２ 数値 

ＤＤ 認証日 ２ 数値 

XXXXXXXX 連番 XXXXXXXX 連番（０００００００１～） ８ 数値 

 

例えば、認定番号「12-XY-001」のグリーンエネルギーCO2削減計画において、グリーンエネルギーCO2削減

相当量1,000(t-CO2)が、2013年3月9日に認証された場合、付番されるシリアル番号は、次のとおりである。 

 

12XY001-130309-00000001  ～12XY001-130309-00001000 

 

（3）口座開設 

 

9社から保有口座開設申請を受領したため、削減相当量管理システムに登録した。 

 

表２１ 口座開設者一覧 

 

事業者名 開設日 

大日精化工業株式会社 2020年8月4日 

野村不動産マスターファンド投資法人 2020年8月4日 

富士レビオ株式会社 2020年8月4日 

エスペック株式会社 2020年8月6日 

積水ハウス株式会社 2020年8月11日 

ネクストエナジー・アンド・リソース株式会社 2020年8月17日 

日本リテールファンド投資法人 2020年8月18日 

ロイアルホールディングス株式会社 2020年8月19日 

 

また 申請者に対して図４に示す通知書を送付した。 
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2020年 月 日 

 

 

                 殿 

 

 

グリーンエネルギーCO2削減相当量認証委員会事務局 

 

 

保有口座開設について 

 

 

申請のありました口座開設申請について、下記の通り口座開設が完了しました 

ので通知します。 

 

 

 

 

 

         

名義人の名称 

フリガナ  

漢  字 
 

住  所 

都道府県 
 

市町村名 
 

口座番号 
 

 

 

 

 

図４ 保有口座開設通知 

 

 

（4）削減相当量配分 

2020年度においては、計70件、175,728tCO2の表22～表29に示すグリーンエネルギーCO2削減相当量が配

分された。 
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表２２ 2020年度に認証配分されたグリーンエネルギーCO2削減相当量（グリーン電力種別方法論）（１／８） 

配分先 配分元 

事業者名 配分量(tCO2) 種別方法論番号・名称 計画名 申請者 発電所又は熱設備名称 

京浜急行電鉄株式会社 119 P001 風力発電 風力を利用した発電による CO2 排出削減 横浜市 横浜市風力発電設備 

 

株式会社ファンケル 
79 P001 風力発電 風力を利用した発電による CO2 排出削減 横浜市 横浜市風力発電設備 

 

横浜農業協同組合 
39 P001 風力発電 風力を利用した発電による CO2 排出削減 横浜市 横浜市風力発電設備 

JXTG エネルギー株式会社 39 P001 風力発電 風力を利用した発電による CO2 排出削減 横浜市 横浜市風力発電設備 

小野薬品工業株式会社 3,648 
P003-3 木質バイオマス

発電 

木質バイオマス燃料を利用した発電による

CO2 排出削減 

ネクストエナジ

ー・アンド・リソ

ース株式会社 

兵庫パルプ工業株式会社谷川工

場発電所 

 

株式会社ＳＵＢＡＲＵ 
388 

P003-3 木質バイオマス

発電 

木質バイオマス燃料を利用した発電による

CO2 排出削減 

ネクストエナジ

ー・アンド・リソ

ース株式会社 

兵庫パルプ工業株式会社谷川工

場発電所 

ネクストエナジー・アンド・リ

ソース株式会社 
24,426 

P003-3 木質バイオマス

発電 

木質バイオマス燃料を利用した発電による

CO2 排出削減 

ネクストエナジ

ー・アンド・リソ

ース株式会社 

兵庫パルプ工業株式会社谷川工

場発電所 

ネクストエナジー・アンド・リ

ソース株式会社 
4,864 

P003-1 バイオマス発電

（鶏糞、バガス等） 

鶏糞・バガスを利用した発電による CO2 排

出削減 

ネクストエナジ

ー・アンド・リソ

ース株式会社 

南九州バイオマス宮之城発電所 

日本自然エネルギー株式

会社（譲渡：名義変更） 
19,071 

P003-3 木質バイオマス

発電 

木質バイオマス燃料を利用した発電による

CO2 排出削減 

ネクストエナジ

ー・アンド・リソ

ース株式会社 

糸魚川バイオマス発電所 
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表２３ 2020 年度に認証配分されたグリーンエネルギーCO2 削減相当量（グリーン電力種別方法論）（２／８） 

配分先 配分元 

事業者名 配分量(tCO2) 事業者名 配分量(tCO2) 事業者名 配分量(tCO2) 

株式会社 SUBARU 38 
P003-1 バイオマス発電

（鶏糞、バガス等） 

鶏糞・バガスを利用した発電による CO2 排

出削減 

日本自然エネ

ルギー株式会

社 

石垣島製糖株式会社 

日本自然エネルギー株式

会社 
1,489 

P003-1 バイオマス発電

（鶏糞、バガス等） 

鶏糞・バガスを利用した発電による CO2 排

出削減 

日本自然エネ

ルギー株式会

社 

石垣島製糖株式会社 

株式会社八芳園 32 
P003-1 バイオマス発電

（鶏糞、バガス等） 

鶏糞・バガスを利用した発電による CO2 排

出削減 

日本自然エネ

ルギー株式会

社 

宮古製糖（株）伊良部工場バガス

発電施設 

日本自然エネルギー株式

会社 
621 

P003-1 バイオマス発電

（鶏糞、バガス等） 
鶏糞・バガスを利用した発電による CO2 排

出削減 

日本自然エネ

ルギー株式会

社 

宮古製糖（株）伊良部工場バガス

発電施設 

日本自然エネルギー株式

会社 
5,388 

P003-1 バイオマス発電

（鶏糞、バガス等） 
鶏糞・バガスを利用した発電による CO2 排

出削減 

日本自然エネ

ルギー株式会

社 

南国興産バイオマス発電設備 

株式会社八芳園 37 P003-2 バイオガス発電 
バイオガスを利用した発電による CO2 排出

削減 

日本自然エネ

ルギー株式会

社 

バイオエナジー（株）食品循環資

源リサイクル施設発電設備 

日本自然エネルギー株式

会 
1,270 P003-2 バイオガス発電 

バイオガスを利用した発電による CO2 排出

削減 

日本自然エネ

ルギー株式会

社 

バイオエナジー（株）食品循環資

源リサイクル施設発電設備 

大日精化工業株主会社 159 P003-2 バイオガス発電 
バイオガスを利用した発電による CO2 排出

削減 

日本自然エネ

ルギー株式会

社 

佐賀市下水浄化センター消化ガス

コージェネ発電施設 

日本自然エネルギー株式

会社 
1,386 P003-2 バイオガス発電 

バイオガスを利用した発電による CO2 排出

削減 

日本自然エネ

ルギー株式会

社 

佐賀市下水浄化センター消化ガス

コージェネ発電施設 
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表２４ 2020年度に認証配分されたグリーンエネルギーCO2削減相当量（グリーン電力種別方法論）（３／８） 

配分先 配分先 

事業者名 配分量(tCO2) 種別方法論番号・名称 計画名 申請者 発電所又は熱設備名称 

株式会社 SUBARU（東京事

業所分） 
1,767 P003-2 バイオガス発電 

バイオガスを利用した発電による CO2 排出

削減 

日本自然エネ

ルギー株式会

社 

森ヶ崎発電所 

日本自然エネルギー株式

会社 
8,173 P003-2 バイオガス発電 

バイオガスを利用した発電による CO2 排出

削減 

日本自然エネ

ルギー株式会

社 

森ヶ崎発電所 

ピー・アンド・ジー株式会社 3,738 
P003-3 木質バイオマス

発電 

木質バイオマス燃料を利用した発電による

CO2 排出削減 

日本自然エネ

ルギー株式会

社 

日本ノボパン木質バイオマス発電

所 

日本自然エネルギー株式

会社 
3,912 

P003-3 木質バイオマス

発電 

木質バイオマス燃料を利用した発電による

CO2 排出削減 

日本自然エネ

ルギー株式会

社 

日本ノボパン木質バイオマス発電

所 

アサヒグループホールディ

ングス株式会社 
2,286 

P003-3 木質バイオマス

発電 

木質バイオマス燃料を利用した発電による

CO2 排出削減 

日本自然エネ

ルギー株式会

社 

日本ノボパン木質バイオマス発電

所 

株式会社日本触媒 248 
P003-3 木質バイオマス

発電 

木質バイオマス燃料を利用した発電による

CO2 排出削減 

日本自然エネ

ルギー株式会

社 

日本ノボパン木質バイオマス発電

所 

日本自然エネルギー株式

会社 
11,708 

P003-3 木質バイオマス

発電 

木質バイオマス燃料を利用した発電による

CO2 排出削減 

日本自然エネ

ルギー株式会

社 

日本ノボパン木質バイオマス発電

所 

花王株式会社 521 
P003-3 木質バイオマス

発電 

木質バイオマス燃料を利用した発電による

CO2 排出削減 

日本自然エネ

ルギー株式会

社 

日本ノボパンつくば工場木質バイ

オマス発電所 

太平洋製糖株式会社 254 
P003-3 木質バイオマス

発電 

木質バイオマス燃料を利用した発電による

CO2 排出削減 

日本自然エネ

ルギー株式会

社 

日本ノボパンつくば工場木質バイ

オマス発電所 
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表２５ 2020年度に認証配分されたグリーンエネルギーCO2削減相当量（グリーン電力種別方法論）（４／８） 

配分先 配分先 

事業者名 配分量(tCO2) 種別方法論番号・名称 計画名 申請者 発電所又は熱設備名称 

 

富士レビオ株式会社 
125 

P003-3 木質バイオマス

発電 

木質バイオマス燃料を利用した発電による

CO2 排出削減 

日本自然エネ

ルギー株式会

社 

日本ノボパンつくば工場木質バイ

オマス発電所 

 

エスペック株式会社 
844 

P003-3 木質バイオマス

発電 

木質バイオマス燃料を利用した発電による

CO2 排出削減 

日本自然エネ

ルギー株式会

社 

日本ノボパンつくば工場木質バイ

オマス発電所 

日本自然エネルギー株式

会社 
1,846 

P003-3 木質バイオマス

発電 

木質バイオマス燃料を利用した発電による

CO2 排出削減 

日本自然エネ

ルギー株式会

社 

日本ノボパンつくば工場木質バイ

オマス発電所 

アサヒビール株式会社 795 
P003-3 木質バイオマス

発電 

木質バイオマス燃料を利用した発電による

CO2 排出削減 

日本自然エネ

ルギー株式会

社 

石巻合板工業株式会社 

花王株式会社 847 
P003-3 木質バイオマス

発電 

木質バイオマス燃料を利用した発電による

CO2 排出削減 

日本自然エネ

ルギー株式会

社 

石巻合板工業株式会社 

日本自然エネルギー株式

会社 
6,957 

P003-3 木質バイオマス

発電 

木質バイオマス燃料を利用した発電による

CO2 排出削減 

日本自然エネ

ルギー株式会

社 

石巻合板工業株式会社 

ピー・アンド・ジー株式会社 1,277 
P003-3 木質バイオマス

発電 

木質バイオマス燃料を利用した発電による

CO2 排出削減 

日本自然エネ

ルギー株式会

社 

銘建工業株式会社本社工場エコ

発電所 

株式会社 SUBARU 116 
P003-3 木質バイオマス

発電 

木質バイオマス燃料を利用した発電による

CO2 排出削減 

日本自然エネ

ルギー株式会

社 

銘建工業株式会社本社工場エコ

発電所 

日本自然エネルギー株式

会社 5,103 
P003-3 木質バイオマス

発電 

木質バイオマス燃料を利用した発電による

CO2 排出削減 

日本自然エネ

ルギー株式会

社 

銘建工業株式会社本社工場エコ

発電所 
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表２６ 2020 年度に認証配分されたグリーンエネルギーCO2 削減相当量（グリーン電力種別方法論）（５／８） 

配分先 配分先 

事業者名 配分量(tCO2) 種別方法論番号・名称 計画名 申請者 発電所又は熱設備名称 

富士レビオ株式会社 65 
P003-3 木質バイオマス

発電 

木質バイオマス燃料を利用した発電による

CO2 排出削減 

日本自然エネ

ルギー株式会

社 

能代バイオマス発電設備 

株式会社八芳園 105 
P003-3 木質バイオマス

発電 

木質バイオマス燃料を利用した発電による

CO2 排出削減 

日本自然エネ

ルギー株式会

社 

能代バイオマス発電設備 

日本自然エネルギー株式

会社 
7,138 

P003-3 木質バイオマス

発電 

木質バイオマス燃料を利用した発電による

CO2 排出削減 

日本自然エネ

ルギー株式会

社 

能代バイオマス発電設備 

ピー・アンド・ジー株式会社 2,143 
P003-3 木質バイオマス

発電 

木質バイオマス燃料を利用した発電による

CO2 排出削減 

日本自然エネ

ルギー株式会

社 

津別単板協同組合バイオマスエネ

ルギーセンター 

アサヒビール株式会社 7,439 
P003-3 木質バイオマス

発電 

木質バイオマス燃料を利用した発電による

CO2 排出削減 

日本自然エネ

ルギー株式会

社 

津別単板協同組合バイオマスエネ

ルギーセンター 

太平洋製糖株式会社 190 
P003-3 木質バイオマス

発電 

木質バイオマス燃料を利用した発電による

CO2 排出削減 

日本自然エネ

ルギー株式会

社 

津別単板協同組合バイオマスエネ

ルギーセンター 

日本自然エネルギー株式

会社 
4,296 

P003-3 木質バイオマス

発電 

木質バイオマス燃料を利用した発電による

CO2 排出削減 

日本自然エネ

ルギー株式会

社 

津別単板協同組合バイオマスエネ

ルギーセンター 

積水ハウス株式会社 715 
P003-3 木質バイオマス

発電 

木質バイオマス燃料を利用した発電による

CO2 排出削減 

日本自然エネ

ルギー株式会

社 

セイホクバイオマス発電設備 

日本自然エネルギー株式

会社 
5,457 

P003-3 木質バイオマス

発電 

木質バイオマス燃料を利用した発電による

CO2 排出削減 

日本自然エネ

ルギー株式会

社 

セイホクバイオマス発電設備 
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表２７ 2020 年度に認証配分されたグリーンエネルギーCO2 削減相当量（グリーン電力種別方法論）（６／８） 

配分先 配分先 

事業者名 配分量(tCO2) 種別方法論番号・名称 計画名 申請者 発電所又は熱設備名称 

積水ハウス株式会社 186 
P003-3 木質バイオマス

発電 

木質バイオマス燃料を利用した発電による

CO2 排出削減 

日本自然エネ

ルギー株式会

社 

菱秋木材㈱1 号発電所 

日本自然エネルギー株式

会社 
1,085 

P003-3 木質バイオマス

発電 

木質バイオマス燃料を利用した発電による

CO2 排出削減 

日本自然エネ

ルギー株式会

社 

菱秋木材㈱1 号発電所 

JFE プラリソース株式会社 9 
P003-3 木質バイオマス

発電 

木質バイオマス燃料を利用した発電による

CO2 排出削減 

日本自然エネ

ルギー株式会

社 

菱秋木材㈱1 号発電所 

日本自然エネルギー株式

会社 
1,151 

P003-3 木質バイオマス

発電 

木質バイオマス燃料を利用した発電による

CO2 排出削減 

日本自然エネ

ルギー株式会

社 

菱秋木材㈱1 号発電所 

三菱自動車工業株式会社 4,965 
P003-3 木質バイオマス

発電 

木質バイオマス燃料を利用した発電による

CO2 排出削減 

日本自然エネ

ルギー株式会

社 

新東海製紙㈱島田工場発電所第

5 号発電設備 

株式会社 SUBARU 38 
P003-3 木質バイオマス

発電 

木質バイオマス燃料を利用した発電による

CO2 排出削減 

日本自然エネ

ルギー株式会

社 

新東海製紙㈱島田工場発電所第

5 号発電設備 

日本自然エネルギー株式

会社 
24,225 

P003-3 木質バイオマス

発電 

木質バイオマス燃料を利用した発電による

CO2 排出削減 

日本自然エネ

ルギー株式会

社 

新東海製紙㈱島田工場発電所第

5 号発電設備 

株式会社八芳園 2 
P003-3 木質バイオマス

発電 

木質バイオマス燃料を利用した発電による

CO2 排出削減 

日本自然エネ

ルギー株式会

社 

森林資源活用センター発電所「森

の発電所」 

日本自然エネルギー株式

会社 
430 

P003-3 木質バイオマス

発電 

木質バイオマス燃料を利用した発電による

CO2 排出削減 

日本自然エネ

ルギー株式会

社 

森林資源活用センター発電所「森

の発電所」 
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表２８ 2020 年度に認証配分されたグリーンエネルギーCO2 削減相当量（グリーン電力種別方法論）（７／８） 

配分先 配分先 

事業者名 配分量(tCO2) 種別方法論番号・名称 計画名 申請者 発電所又は熱設備名称 

株式会社八芳園 10 P002 太陽光発電 
太陽光を利用した発電による CO2 排出削

減 

日本自然エネ

ルギー株式会

社 

火の谷太陽光発電所 

日本自然エネルギー株式

会社 
48 P002 太陽光発電 

太陽光を利用した発電による CO2 排出削

減 

日本自然エネ

ルギー株式会

社 

火の谷太陽光発電所 

株式会社八芳園 35 P002 太陽光発電 
太陽光を利用した発電による CO2 排出削

減 

日本自然エネ

ルギー株式会

社 

東京国際エアカーゴターミナル太

陽光発電所 

日本自然エネルギー株式

会社 
822 P002 太陽光発電 

太陽光を利用した発電による CO2 排出削

減 

日本自然エネ

ルギー株式会

社 

東京国際エアカーゴターミナル太

陽光発電所 

株式会社八芳園 35 P002 太陽光発電 
太陽光を利用した発電による CO2 排出削

減 

日本自然エネ

ルギー株式会

社 

東京国際エアカーゴターミナル太

陽光発電所 

日本自然エネルギー株式

会社 
804 P002 太陽光発電 

太陽光を利用した発電による CO2 排出削

減 

日本自然エネ

ルギー株式会

社 

東京国際エアカーゴターミナル太

陽光発電所 

株式会社八芳園 172 P002 太陽光発電 
太陽光を利用した発電による CO2 排出削

減 

日本自然エネ

ルギー株式会

社 

三甲株式会社関東第 5 工場太陽

光発電設備 

日本自然エネルギー株式

会社 
118 P002 太陽光発電 

太陽光を利用した発電による CO2 排出削

減 

日本自然エネ

ルギー株式会

社 

三甲株式会社関東第 5 工場太陽

光発電設備 

アサヒグループホールディ

ングス株式会社 
62 P002 太陽光発電 

太陽光を利用した発電による CO2 排出削

減 

日本自然エネ

ルギー株式会

社 

日本通運㈱千葉海運支店習志野

ロジスティクスセンター太陽光発電

所 
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表２９ 2020 年度に認証配分されたグリーンエネルギーCO2 削減相当量（グリーン電力種別方法論）（８／８） 

配分先 配分先 

事業者名 配分量(tCO2) 種別方法論番号・名称 計画名 申請者 発電所又は熱設備名称 

日本自然エネルギー株式

会社 
218 P002 太陽光発電 

太陽光を利用した発電による CO2 排出削

減 

日本自然エネ

ルギー株式会

社 

日本通運㈱千葉海運支店習志野

ロジスティクスセンター太陽光発電

所 

株式会社八芳園 10 P002 太陽光発電 
太陽光を利用した発電による CO2 排出削

減 

日本自然エネ

ルギー株式会

社 

火の谷太陽光発電所 

株式会社八芳園 35 P002 太陽光発電 
太陽光を利用した発電による CO2 排出削

減 

日本自然エネ

ルギー株式会

社 

さぬき市みどり太陽光発電所 

日本自然エネルギー株式

会社 
73 P002 太陽光発電 

太陽光を利用した発電による CO2 排出削

減 

日本自然エネ

ルギー株式会

社 

さぬき市みどり太陽光発電所 

アサヒビール株式会社 47 P001 風力発電 風力を利用した発電による CO2 排出削減 

日本自然エネ

ルギー株式会

社 

ユーラス田代平風力 
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（5）保有事業者からの申請による償却／取消処理 

 

グリーンエネルギーCO2削減相当量保有者である15事業者から申請を受け、表30に示す通り償却を実施した。 

 

表３０ 2020年度に実施された償却 

 

事業者名 償却量（tCO2） 償却日 

アサヒビール株式会社 8,281 2020年8月21日 

JFEプラリソース株式会社 9 2020年8月21日 

株式会社日本触媒 248 2020年8月21日 

エスペック株式会社 279 2020年8月21日 

株式会社仙台ニコン 1,000 2020年8月24日 

P&G株式会社 7,158 2020年8月28日 

セコム株式会社 1,489 2020年8月27日 

ソニー株式会社 16,677 2020年8月28日 

小野薬品工業株式会社 1,476 2020年8月26日 

アサヒグループHD株式会社 2,348 2020年8月26日 

三菱自動車工業株式会社 2,485 2020年8月27日 

富士レビオ株式会社 255 2020年8月27日 

株式会社SUBARU 1,425 2020年8月27日 

日本リテールファンド 285 2020年8月28日 

花王株式会社 3,816 2020年8月28日 

株式会社アツミテック 938 2020年11月4日 

 
 

 

5 検証機関の登録・管理 

 

2020年度において、新規の検証機関の登録はなかった。また、一般財団法人日本品質保証機構より2020年

度検証業務活動報告書の提出を受け、内容を確認した上で、第30回認証委員会の参考資料として委員へ配布

予定である。 

 

 

6 追加要件の承認の事前確認 

 

2020年度において、新規の追加要件の提出はなかった。 
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7 グリーンエネルギーＣＯ２削減相当量認証委員会の運営及び制度の普及拡大に向けた方策に係る調査等 

 

グリーンエネルギーCO2削減相当量認証委員会については、資源エネルギー庁及び環境省により選定された

表31に示す6名の委員で構成されている。 

 
表３１ 認証委員会委員名簿 

 

 氏名 所属・役職 

委員長 山地憲治 公益財団法人地球環境産業技術研究機構 理事・研究所長 

委員 

秋澤淳 国立大学法人東京農工大学大学院生物システム応用科学府 学府長 

浅野浩志 一般財団法人電力中央研究所 エネルギーイノベーション創発センター 研究参事 

亀山康子 国立研究開発法人国立環境研究所社会環境システム研究センター センター長 

松井明彦 埼玉県 環境部温暖化対策課 課長 

村井秀樹 日本大学商学部 教授 

 
 

 認証委員会の開催日程及び議題は表32のとおりである。第29回認証委員会における配布資料（申請書類の

一部を除く）を作成した。 

 

表３２ 認証委員会の開催日程及び議題 

 

会議名 日程・会場 議題 

第29回グリーンエネルギーＣＯ２

削減相当量認証委員会 

日時：2020年8月 

 

書面審査 

１． グリーンエネルギーＣＯ２削減計画の認定

について 

２． グリーンエネルギーＣＯ２削減相当量の認

証について 

３． 今後のスケジュールについて 
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7.1 普及・あり方の検討に向けた事業者ヒアリング調査 

 

(1) 本調査の背景 

 

地球温暖化による環境問題への企業や個人の注目が集まる中、環境価値を有する証書への関心が一段と高

まってきている。現在、国内で環境価値を取り引きできる証書類としては、グリーンエネルギー証書に加えて非

化石証書、J クレジットの３つが存在するが、証書を調達する方法や用途はそれぞれ異なっている。 

グリーンエネルギー証書制度は 2001 年度から民間事業者の自主的取り組みとして開始された制度であり、

2008 年に資源エネルギー庁が定めた「グリーンエネルギー証書ガイドライン」に基づき運営されてきたが、2011

年度から新エネルギー等導入促進基礎調査事業調査報告書の枠組みを踏まえてグリーンエネルギーＣＯ２削

減相当量認証委員会が設置され、本委員会で認証されることでグリーンエネルギー証書は温対法の「算定・報

告・公表制度」等において活用する事が可能となり、証書としての用途が拡大した。 

本制度の普及や今後の在り方につき検討する為には、本制度を活用しているステークホルダーの声を集約す

る事が肝要であり、証書購入事業者、証書発行事業者と発電事業者を対象としてヒアリングを実施した。ヒアリン

グに際しては、下記のとおり本制度を利用している理由やグリーンエネルギーＣＯ２削減相当量認証委員会によ

る CO2 化の意義を聴取することとした 

 

① グリーンエネルギー証書以外の環境価値証書を活用しているか 

② グリーンエネルギー証書を活用している理由は何か 

③ CO2 化までされることを期待しているか（購入・発行事業者） 

④ （CO2 化まで期待している場合）制度の改変・廃止の影響はあるか 

 

(2) 環境価値証書の特性 

 

環境価値証書であるグリーンエネルギー証書に加えて非化石証書と J クレジットの証書購入事業者の用途の 

代表的なものとしては、ＲＥ１００、ＳＢＴ(Science based Target)，ＣＤＰ(Carbon Disclosure Project)がある。非化

石証書はＲＥ１００に関してはトラッキング付証書のみに限定されるがこれらの制度については３証書とも使用す

ることが可能となっている。 

    

 

 

 

  

 

 

国内においては、地球温暖化対策に関する法律や条例が施行されており、企業がこれらの法律や条令に基

づく報告義務の為に証書を調達している。代表的なものは下記のとおり。 

 

・地球温暖化対策の推進に関する法律（温対法） 

所管：環境省地球環境局地球温暖化対策課 

・東京都都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（都条例） 

所管：東京都環境局都市地球環境部計画調整課 

・埼玉県地球温暖化対策推進条例（埼玉県条例） 

所管：埼玉県環境部温暖化対策課 

 ＲＥ１００ ＳＢＴ ＣＤＰ 

ｸﾞﾘｰﾝｴﾈﾙｷﾞｰ証書 〇 〇 〇 

J ｸﾚｼﾞｯﾄ 〇 〇 〇 

非化石証書 △（ﾄﾗｯｷﾝｸﾞ付証書のみ） 〇 〇 
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これらの法律や条例では企業規模に応じて温室効果ガス排出量の報告義務が課せられているが、下記のと

おり東京都の環境確保条例に対応できるのは現時点ではグリーンエネルギー証書のみであり、東京都への報

告義務がある企業からのグリーンエネルギー証書への期待は大きい。 

    

 

 

 

 

 

 

     ※埼玉県条例で森林関連Ｊクレジットが対応できるケースがある。 

 

証書の取得方法に関しては、グリーンエネルギー証書は一般企業が民間の証書発行事業者から直接購入す

ることが出来るが、非化石証書は小売電気事業者がエネルギー供給構造高度化法を充足する事を目的に市場

が形成された為に、小売電気事業者のみが購入する事が出来る証書である。但し、一般企業が小売電気事業

者から電力を購入する契約に併せて非化石証書を調達することが可能であり、グリーンエネルギー証書に加え

て流通量の多い非化石証書を調達する事業者もある。 

 

(3) 事業者ヒアリング結果 

 

証書購入事業者、証書発行事業者と発電事業者に対するヒアリング調査を実施したが、証書購入事業者と証

書発行事業者のグリーンエネルギー証書制度の期待の高さと制度改善に対する要望を確認することができた。

個別のヒアリング結果は別添の一覧表のとおりであるが、事業者別のヒアリング結果を集約した。 

 

グリーンエネルギー証書発行事業者 

令和 2 年度末現在、グリーン電力証書発行事業者３３社、グリーン熱証書発行事業者２社が登録され

ているが、令和元年度と令和 2 年度にグリーンエネルギーＣＯ２削減相当量認証制度を活用した証書発

行事業者は４事業者であった。 

    

発行事業者の業態は証書発行専業事業者、小売電気事業者、自治体等と多岐にわたっており、証書発行事

業者の業態によって環境価値証書の活用方法が異なっている。 

今回は証券発行事業者のうちグリーンエネルギーＣＯ２削減相当量認証制度を活用している 4 社と令和 2 年

度に活用の照会を受けた 1 社にヒアリングを実施した。 

   

①  グリーンエネルギー証書以外の環境価値証書を使用しているか 

グリーンエネルギー証書発行専業事業者はグリーンエネルギー証書のみ扱っているが、小売電気事

業者が証券発行事業者を兼業している場合は、グリーンエネルギー証書に加えて、自らの高度化法

の要件充足や電力販売の際に環境価値を併せて提供する為に非化石証書も活用している。又、Ｊク

レジットを購入して自社で活用・転売しているケースもある。 

 

②  グリーンエネルギー証書を発行している理由は何か 

 温対法 都条例 埼玉県条例 

ｸﾞﾘｰﾝｴﾈﾙｷﾞｰ証書 対応 対応 対応 

J ｸﾚｼﾞｯﾄ 対応 非対応 ※条件付対応 

非化石証書 対応 非対応 非対応 
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環境価値としてのトレーサビリティがしっかりしており、ＲＥ１００、ＳＢＴ(Science based Target)、ＣＤＰ

(Carbon Disclosure Project)に加えてグリーンエネルギーＣＯ２削減相当量認証制度により温対法に

おける算定・報告・公表制度にも活用できるなど、活用可能範囲が広く市場ニーズがあること。 

特に東京都条例には非化石証書と J クレジットは対応できない為、グリーンエネルギー証書へのニー

ズは高い。 

グリーンエネルギー証書には「バンキング機能」があり、事務局で ID 番号管理がしっかりと行われダ

ブルカウント管理が出来ており、必要な時に必要な量の償却が可能であること。 

再エネ発電設備を保有する自治体が発電事業者と証書発行事業者を兼ねている場合もあり、自治体

が申請者となりグリーンエネルギーＣＯ２削減相当量認証制度を活用して CO2 して協賛企業に交付

するモデルも存在している。 

 

③  CO2 化をしている理由/ CO2 化をしていない理由 

グリーンエネルギー証書発行の際に、購入事業者から証書の用途を確認しており、購入者から「CO2

削減量の報告に使用したい」との要請があった場合に、グリーンエネルギーＣＯ２削減相当量認証制

度を活用して CO2 化している。購入者の用途は温対法報告と都道府県条例等への対応と理解して

いる。 

温対法等での対応が不要で、ＣＳＲ、ＲＥ１００、ＳＢＴ、ＣＤＰ等のみの用途で活用する購入者に関して

は証書を CO2 化していない。 

 

④  制度の改変・廃止の影響はあるか 

グリーンエネルギーＣＯ２削減相当量認証制度により CO2 化できることがグリーンエネルギー証書の

付加価値を高めており、本制度を継続して貰いたい。 

CO2 化できる前提で購入している事業者もおり、CO2 化出来なくなると困る。 購入者のニーズから

CO2 化は不可欠であり、本制度が無くなる場合は、国として温対法、東京都条例等に利用できる仕

組みを別途構築して貰いたい。 

 

 

グリーンエネルギー証書購入事業者 

証券購入事業者は令和２年度、令和元年度の配分量(tCO2)が大きい１３事業者にヒアリングを実施し

た。ヒアリング対象事業者で令和２年度、令和元年度とも 

配分量(tCO2)の 9 割以上を占めている。 

各事業者はＥＳＧ、ＳＤＧｓ等への対応もあり、各社毎に独自の環境計画を公表して温対法上の報告義

務、ＲＥ100、ＳＢＴ、ＣＤＰ等に対応しているが、自らグリーン電力発電設備を有する企業は限定的であ

り、環境価値を取り引き出来る３証書への関心が高まってきている。 

温対法対応と東京都条例対応が必要な事業者にはグリーンエネルギーＣＯ２削減相当量認証制度が有

効であることが、本ヒアリングで確認できた。 

 

① グリーンエネルギー証書以外の環境価値証書を使用しているか 

用途に合わせてＪクレジットや非化石証書も活用している。 

本社ビル等と異なり、工場では大量の CO2 排出量削減が必要となる為、直接証書発行事業者から

購入出来るグリーングリーンエネルギー証書に加えて、流通量が大きい非化石証書を小売電気事業

者経由で調達して活用している。 

 

② グリーンエネルギー証書を使用している理由は何か 
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環境価値としてＲＥ１００、ＳＢＴ、ＣＤＰに適用できることに加えて、グリーンエネルギーＣＯ２削減相当

量認証制度により温対法における算定・報告・公表制度や東京都条例にも活用できるなど活用可能

範囲が広いこと。 

紙の証書が発行され、環境マークが明瞭なので、証書として解り易く、ステークホルダーに対する環

境価値のアピールがしやすく、本社ビル電力、株主総会、イベント等に活用しやすいこと。 

購入市場が確立しており、証書発行事業者から直接購入することができる為、証書購入が比較的容

易であること。 

（非化石証書は小売電気事業者からしか調達できない） 

再生可能エネルギーの日本における発展に寄与する為。 

 

③ CO2 化をしている理由 

温対法や都道府県条例等への報告に使用するため。 

温対法報告に使用しない場合でも、ＣＳＲとして CO2 削減目標（計画）を公表している場合等に、CO2

削減相当量をグリーンエネルギーＣＯ２削減相当量認証制度により CO2 化して公表しているケースも

ある。 

 

④ 制度の改変・廃止の影響はあるか 

温対法等の報告に活用しており本制度は継続して貰いたい。 

CO2 化できる前提で購入しており、CO2 化できなくなると困る。 

 

発電事業者 

発電事業者は令和元年、令和 2 年度に実績のある事業者の中から設備容量に基づきバイオマス発電４

事業者、太陽光発電３事業者、風力発電２事業者と令和 2 年度新規認定のバイオマス発電１事業者、

太陽光発電１事業者の合計１０事業者を抽出してヒアリングを実施した。 

発電事業者には発電専業事業者と製造業や流通などの事業者が発電設備を設置して環境価値を売却

しているケースがある。 

ヒアリングの結果、環境価値を売却している発電事業者にとって、グリーンエネルギーＣＯ２削減相当量

認証制度によってグリーンエネルギー証書の付加価値が高まることは環境価値を売却する上で大きなメ

リットであるが、証書の用途である CO2 化に直接の関心はない模様であった。 

 

① グリーンエネルギー証書以外の環境価値証書との取引はあるか 

ＦＩＴ制度の下での売電、Ｊクレジット、グリーンエネルギー証書等を用途に合わせて使い分けている。 

 

② グリーンエネルギー証書を使用している理由は何か 

証書発行事業者から引き合いがあり、環境価値を証書として売却できるために本制度への環境価値

の提供を行っている。 

製造業等が自家発電している場合は、自らの温対法対応やＣＳＲ対応の為に CO2 化し保有し、余剰

の一部を証書発行事業者経由で売却している。 

 

③ CO2 化について承知しているか。 

CO2 化は証書購入者の用途であり、発電事業者は購入者が誰かまでは把握しているが、購入者が

CO2 化するか否かは意識していない。 
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（４） ヒアリング調査総括 

 

今回のヒアリング調査ではグリーンエネルギー証書のステークホルダーから幅広い意見を頂き、その利

点と課題が明確となった。 

 

グリーンエネルギー証書活用の利点をまとめると次のとおりであった。 

① トレーサビリティが高く、資源エネルギー庁の定めた「グリーン電力証書ガイドライン」に基づいて運営

されており、同ガイドラインの定める統一マークの使用があり紙の証書が発行される為、証書購入事

業者のステークホルダーにアピールし易い（非化石証書は紙の証書が発行されず対外的に解りにく

い）。 

② 一般の事業者が証書発行事業者から直接購入できる為、本社ビル電力、株主総会、イベント等に活

用する環境価値証書として調達がし易い 

③ ＲＥ１００、ＳＢＴ、ＣＤＰ等に活用でき、制度導入時から用途が広い証書であったが、２０１１年度発足

の「グリーンエネルギーＣＯ２削減相当量認証制度」発足により温対法における「算定・報告・公表制

度」や東京都条例でも活用できる。特に東京都条例に対応できるのはグリーンエネルギー証書のみ

であり、東京都条例への対応が必要な事業者からの需要が高い。CＯ2 化が必要な事業者からは「グ

リーンエネルギーＣＯ２削減相当量認証制度」継続への強い要望があった。 

 

一方、グリーンエネルギー証書の課題は非化石証書と比して流通量が少ない点であり、再エネ電源の確

保が今後の課題である。系統電源分についての３証書の扱いに関しては一定の整理は出来ているが、東

京都条例に対応できるのはグリーンエネルギー証書のみであり市場の需要に如何に応えていくかが課題で

ある。 

 

 

8 専門委員会の運営 

 2020 年度は専門委員会の開催はなかった。 

 

9 グリーンエネルギーCO2 削減相当量認証制度の普及促進 

 

9.1 ホームページの更新 

 2020年度の計画認定一覧・認証一覧・配分一覧を掲載した。 

 

10 関係資料の整理 

委員会事務局として申請者等から委員会宛に提出された各種提出書類を受け付けるとともに、委員会での配

付資料を整理の上、ファイリングし、受託者において適切に管理した。 

また、過去から使用しているプログラムツールの問題点の洗い出し・グリーンエネルギー証書購入者、証書発

行事業者に対する通知文書のファイリング整理を行った。 

事業完了時には、本事業報告書と併せて資源エネルギー庁担当官宛に送付した。 
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第 1 章 総則 

1． 目的 

本規則は、グリーンエネルギーに基づく CO2 削減相当量の認証及びグリーンエネルギーCO2 削減相当量の

活用による再生可能エネルギーの普及拡大を通じて国内の CO2 排出削減に寄与するため、グリーンエネルギ

ーCO2 削減相当量に係る認証制度の運営のために必要なグリーンエネルギーCO2 削減相当量認証委員会の業

務、組織、その他の事項及び検証機関の業務その他の事項を定めるとともに、グリーンエネルギーCO2削減相

当量の方法論、手続その他の運営のために必要な事項を定める。 

本認証制度は、経済産業省資源エネルギー庁及び環境省により実施される。 

 

2． 用語の定義 

（1） グリーンエネルギー 

本規則において、「グリーンエネルギー」とは、「グリーン電力種別方法論・グリーン熱種別方法論につ

いて（以下「方法論」という。）」３．各種別方法論に共通の事項中「３．１方法論」で定める要件を満た

すグリーン電力及びグリーン熱をいう。 

（2） グリーンエネルギーCO2削減相当量 

本規則において、「グリーンエネルギーCO2削減相当量」とは、第 6 章に基づき、グリーンエネルギー

量を CO2削減相当量としてグリーンエネルギーCO2削減相当量認証委員会が認証したものをいう。 

（3） グリーンエネルギーCO2削減相当量認証委員会 

本規則において、「グリーンエネルギーCO2削減相当量認証委員会」とは、第 2 章に基づき設置された

委員会をいう。 

（4）グリーンエネルギーCO2削減計画 

本規則において、「グリーンエネルギーCO2削減計画」とは、グリーンエネルギーの利用により CO2排

出量の削減を行う事業に係る計画をいう。 

（5） 検証機関 

本規則において、「検証機関」とは、第 4 章に基づきグリーンエネルギーCO2削減相当量認証委員会の

登録を受け、次に掲げるものが本規則に定める要件及び方法論に適合しているかについて検証を行う法人

をいう。 

① グリーンエネルギーCO2削減計画 

② グリーンエネルギーCO2削減相当量 

（6） 申請者 

本規則において、申請者とは、グリーンエネルギーCO2削減相当量認証委員会に対してグリーンエネル

ギーCO2削減計画の認定及びグリーンエネルギーCO2削減相当量の認証の申請を行い、グリーンエネルギ

ーCO2削減計画に基づく事業の運営・管理を担う者をいう。 

（7） グリーンエネルギーCO2削減相当量保有予定者 

本規則において、「グリーンエネルギーCO2 削減相当量保有予定者」とは、グリーンエネルギーCO2 削

減相当量を購入する法人をいう。 

（8） 認定 

本規則において、「認定」とは、グリーンエネルギーCO2 削減相当量認証委員会が検証機関の検証結果

を基に、グリーンエネルギーCO2削減計画に基づく事業が、本規則及び方法論に従い適切に行われるもの

であると確認することをいう。 
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（9） 認証 

本規則において、「認証」とは、グリーンエネルギーCO2 削減相当量認証委員会が検証機関の検証結果

を基に、グリーンエネルギーCO2削減相当量が、本規則及び方法論に従って適切に計算された量であると

確認することをいう。 

（10） 配分 

本規則において、「配分」とは、グリーンエネルギーCO2 削減計画に基づく事業より生じるグリーンエ

ネルギーCO2削減相当量の配分予定先を示す文書（グリーンエネルギーCO2削減相当量配分計画）に沿っ

て、保有予定者の口座にグリーンエネルギーCO2 削減相当量を発行することをいう。なお、「配分」をも

って、「調整後温室効果ガス排出量をする方法（平成二十九年三月三十一日経済産業省・環境省告示第四

号）」に定める「移転」が行われたとみなすものとする。 

（11） 追加要件 

 本規則において、「追加要件」とは、検証機関が検証を行うに当たって必要な細則を定めたものをいう。 

 

第 2 章 グリーンエネルギーCO2削減相当量認証委員会 

1． 役割 

経済産業省資源エネルギー庁及び環境省は、グリーンエネルギーに基づくグリーンエネルギーCO2削減相当

量認証事業の運営のために必要な規則の策定、方法論の承認、検証機関の登録、グリーンエネルギーCO2削減

計画の認定、グリーンエネルギーCO2削減相当量の認証・管理等を行うグリーンエネルギーCO2削減相当量認

証委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

 

2． 業務 

委員会は次に掲げる業務を行う。 

（1） グリーンエネルギーCO2削減相当量の認証の対象となる方法論の承認 

（2） グリーンエネルギー量を CO2削減相当量に換算するための換算係数の決定 

（3） グリーンエネルギーCO2削減計画の認定 

（4） グリーンエネルギーCO2削減相当量の認証・管理 

（5） 検証機関の登録・管理 

（6） （1）～（5）に掲げる業務及び管理の執行に必要な細則又は解釈基準の制定 

（7） グリーンエネルギーCO2削減相当量の用途その他本制度の在り方に関する基本的な事項に係る検討 

（8）  上記に掲げるもののほか、本規則その他に基づき委員会に属せられた業務 

 

3． 組織 

（1） 委員会の庶務は、経済産業省資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部及び環境省地球環境局に

おいて処理する。 

（2） 委員会は、学識経験者及び有識者のうちから経済産業省及び環境省が指名する委員 6 人以上 13 人以内

で組織する。 

（3） 委員の任期は 1 年とし、再任は、これを妨げない。 

（4） 委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。 

（5） 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。 

（6） 委員会に、特別の事項を調査審議させる必要があるときは、臨時委員を置くことができる。 

（7） 臨時委員は、その者の任命に係る特別の事項の調査審議が終了したときは、解任されるものとする。 
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4． 運営 

（1） 委員会は、年 2 回以上開催するものとする。 

（2） 委員会は、委員長が出席し、かつ、現に存在する委員の総数の 3分の 2以上の出席がなければ、会議を

開き、議決することができない。 

（3） 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。 

(4) 委員会への出席が困難な委員は、書面の提出により、委員会の議決に加わることができる。この場合、

当該委員の数を委員会の議決に加わった出席委員の数に加える。 

（5） 委員会の開催に当たり、委員長は議決権を有する委員に対し、委員会議案について特別の利害関係ある

いは直接的関与がないか確認を行い、利害関係のある委員はその場で自ら申請しなければならない。当該

関係・関与が認められる場合、若しくは委員本人から申し出がある場合、その委員は当該議案に関する議

決権を持たないものとする。その際の議決は、残りの出席委員の過半数の賛成によって決定する。 

（6） 上記に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に必要な事項は、委員長が委員会に諮って定

める。 

 

5． 専門委員会の設置 

委員会は、その活動を円滑に遂行するために、専門的見地から助言を得ることを目的として専門委員会を設

置することができる。専門委員会は、委員会で承認を受けた専門委員が、委員会の決定に基づき活動を行う。 

 

6． 委員会の議事の公開 

委員会の議事は、原則として公開する。ただし、特別の事情により委員会が必要と認めるときはこの限りで

はない。 

 

第 3 章 専門委員会 

1． 専門委員会の組織 

（1） 専門委員会を設置する場合には、本規則において、その活動内容・権限等について規定するものとする。 

（2） 委員は各専門委員会に参加することができる。 

（3） 専門委員は、原則として委員会での承認を得た有識者等により構成されるものとする。 

（4） 各専門委員長及び専門委員の任期は、原則 1 年とし、再任は、これを妨げない。 

（5） 各専門委員会の人数及び構成その他必要な事項は、別に定めるものとする。 

 

第 4 章 検証機関 

1． 役割 

委員会は、グリーンエネルギーCO2削減計画及びグリーンエネルギーCO2削減相当量が本規則に定める要件

及び方法論に適合するかどうかの確認（以下「検証」という。）を、委員会の登録を受けた者（以下「検証機

関」という。）に行わせるものとする。 

 

2． 業務 

検証機関は次に掲げる業務を行う。 

（1） 申請されたグリーンエネルギーCO2削減計画が本規則に定める要件及び方法論に適合しているかどうか

の確認 

（2）申請されたグリーンエネルギーCO2 削減相当量が本規則に定める要件及び方法論に適合しているかどう
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かの確認 

（3）方法論に関する追加要件の作成及び公開 

（4）上記に掲げるもののほか、申請されたグリーンエネルギーCO2 削減計画が総合資源エネルギー調査会新

エネルギー部会グリーンエネルギー利用拡大小委員会答申「グリーン・エネルギーの利用拡大に向けて」

（平成 20 年 6月 11日）で定められたグリーン電力証書ガイドラインに適合するかどうかの確認。 

（５）上記に掲げるもののほか本規則及び委員会その他が検証機関の業務として定める業務 

 

3． 要件 

検証機関は、業務の公平性、中立性及び透明性を確保するため、以下に掲げる要件を満たすものでなければ

ならない。 

（1） 検証業務を的確かつ円滑に実施するに足る経理的基礎及び技術的能力を有すること 

① 経理的基礎に係ること 

・債務超過の状態にないこと 

・検証業務を的確かつ円滑に実施するために必要な資力を有していること 

② 技術的能力に係ること 

・グリーンエネルギーCO2削減相当量認証制度について十分な理解を有するとともに、検証業務を行うた

めに十分な知識や経験を有する者を必要な数有していること 

（2） 特定の者に支配されていないことその他検証業務の実施が不公正になるおそれがないこと 

・ 検証業務の実施に係る組織及び検証業務の手順が次に掲げる事項に適合するよう整備されていること 

・特定の者が不当に差別的に取り扱われないような体制が整備されていること 

・検証業務において知り得た秘密について、当該秘密の性質に応じてこれを適切に保持するための取扱い

の方法を定めていること 

 

4． 登録 

（1） 検証機関の登録に係る申請 

①  検証機関の登録は、委員会の定めるところにより、検証業務を行おうとする者の申請により行う。 

② ①の申請に当たっては、第４章 3．に規定する要件に該当する者であることを証明する書類を添付する

ものとする。 

（2） 検証機関の審査及び登録 

① 委員会は、（1）により登録の申請をした者が、第 4 章 3.に掲げる要件のすべてに適合しているかの審

査を行い、適合すると認められる場合には、その登録を行うものとする。 

② 登録は、検証機関登録簿に、次に掲げる事項を記載するものとする。 

イ） 登録年月日及び登録番号 

ロ） 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

ハ） その他委員会が定める事項 

③ 委員会は、登録検証機関（①の登録を受けた検証機関をいう。）が不正な手段により登録を受けたとき

は、登録を取り消すことができる。 

（3） 公表 

委員会は、新たに検証機関を登録したとき、（2）②ロ）又はハ）の事項に変更があった場合又は（2）③

に規定する登録の取消しをした時は、委員会の定めるところにより、その旨を公表するものとする。 
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5． 検証機関の管理 

（1） 検証機関は毎年度の検証業務に関する活動報告書を作成し、翌年度 5 月までに委員会に提出する。 

（2） 委員会は、検証機関が検証業務を適切に行っていないと認めるときは、当該検証業務を停止させること

ができる。 

（3） 委員会は、活動報告書を審査し、本規則に照らして不適切な検証業務が行われ、当該不適切な検証業務

が当該検証機関の責に帰すと認められ、かつ、それが故意に基づくものと認められる場合には、当該検証

機関名の公表又は当該検証機関の登録の取消しを行うことができる。 

 

第 5 章 グリーンエネルギーCO2削減計画 

1． グリーンエネルギーCO2削減計画の要件 

認定グリーンエネルギーCO2削減計画（２．に定めるところにより委員会の認定を受けたグリーンエネルギ

ーCO2削減計画をいう。以下同じ。）は、申請されたグリーンエネルギーCO2削減計画が次に掲げる要件のい

ずれも満たすものでなければならない。 

（1） 事業が日本国内で実施されること。 

（2） 方法論で定める要件を満たすグリーンエネルギーで構成されていること 

（3） 方法論に基づいて実施されること。 

（4） 2.（2）①に基づき検証機関による検証を受けていること。 

（5） 計画に掲げられた全てのグリーンエネルギーCO2 削減事業が、Ｊ-クレジット制度に登録されていない

こと。 

（6） グリーンエネルギーCO2削減計画に基づく事業を実施する者との合意に基づいて、適切に運営・管理で

きる体制を備えた者が申請者となり、運営・管理がなされるものであること 

（7） グリーンエネルギーCO2 削減計画に基づく事業の適切かつ円滑な実施のために必要となる情報を、記

録・管理することとされていること 

（8） （7）の記録・管理方法及び体制を示す文書（グリーンエネルギー運営・管理計画）が作成されている

こと 

（9） グリーンエネルギーCO2 削減計画に基づく事業より生じるグリーンエネルギーCO2 削減相当量の配分

予定先を示す文書（グリーンエネルギーCO2削減相当量配分計画）が作成されていること 

（10） その他委員会の定める事項に合致していること。 

 

2． グリーンエネルギーCO2削減計画の認定手続 

（1） グリーンエネルギーCO2削減計画の作成 

① グリーンエネルギーCO2削減計画の申請者は、グリーンエネルギーCO2削減計画を作成し、本規則そ

の他委員会で定めるところにより、これを委員会に提出して、その認定を受けることができる。 

② ①の申請に当たっては、グリーンエネルギーCO2削減計画実施者、グリーンエネルギーCO2削減相当

量保有予定者及び環境価値が除かれた電気価値ないし熱価値の帰属先の名称も併せて記載すること

とする。 

③ ①の申請に当たり、グリーンエネルギーCO2 削減計画の申請者は、グリーン電力種別方法論又はグリ

ーン熱種別方法論に分類される種別に従ってグリーンエネルギーCO2 削減事業を一つの計画に組み

込み申請を行うものとする。 
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（2） グリーンエネルギーCO2削減計画の検証 

① グリーンエネルギーCO2 削減計画の申請者は、委員会で定めるところにより、当該申請に係るグリー

ンエネルギーCO2削減計画が本規則の定める要件及び方法論に適合しているかにつき、検証機関の検

証を受けるものとする。 

② 検証機関は、グリーンエネルギーCO2削減計画が 1.（（4）を除く。）に掲げる要件のすべてに適合して

いるか否かについて報告書を作成し、遅滞なく申請者に交付する。 

（3）グリーンエネルギーCO2削減計画の認定 

① （2）②の報告を受けた委員会は、申請に係る計画が不認定の場合にあっては、申請書を受理した日か

ら原則 10 週間以内に、その理由を添えて不認定の通知を発しなければならない。 

② 委員会が申請書を受理した日から原則 10 週間以内に不認定の通知を発しなかった場合は、当該グリ

ーンエネルギーCO2削減計画は認定したものとみなす。 

（4） 認定グリーンエネルギーCO2削減計画の公開 

委員会は、グリーンエネルギーCO2削減計画を認定したときは、当該計画の内容について、委員会の定

めるところにより、遅滞なく公開する。 

（5） 認定グリーンエネルギーCO2削減計画の変更 

① 認定グリーンエネルギーCO2削減計画の申請者は、認定グリーンエネルギーCO2削減計画に変更があ

る場合、速やかに、認定グリーンエネルギーCO2削減計画の変更申請書を作成し、本規則その他委員

会で定めるところにより、これを委員会に提出して、その認定を受けることができる。 

② 認定グリーンエネルギーCO2削減計画の申請者は、委員会で定めるところにより、当該申請に係る認

定グリーンエネルギーCO2 削減計画の変更申請書が本規則の定める要件及び方法論に適合している

かにつき、検証機関の検証を受けるものとする。 

③ 検証機関は、認定グリーンエネルギーCO2削減計画の変更申請書が 1.（（4）を除く。）に掲げる要件

のすべてに適合しているか否かについて報告書を作成し、遅滞なく申請者に交付する。 

④ 認定グリーンエネルギーCO2 削減計画の申請者は、（5）①の変更申請書及び（5）③の報告書を、本

規則その他委員会で定めるところにより、これを委員会に提出して、その認定を受けるものとする。

なお、申請者に関する軽微な変更（担当者氏名・連絡先等）については、（5）②の検証及び（5）③

の報告書は不要とする。 

⑤ （5）③の報告を受けた委員会は、申請に係る計画の変更が不認定の場合にあっては、変更申請書を

受理した日から原則 10 週間以内に、その理由を添えて不認定の通知を発しなければならない。 

⑥ 委員会が変更申請書を受理した日から原則 10 週間以内に不認定の通知を発しなかった場合は、当該

グリーンエネルギーCO2削減計画の変更申請書は認定したものとみなす。 

⑦ 委員会は、グリーンエネルギーCO2削減計画の変更申請書を認定したときは、当該変更の内容につい

て、委員会の定めるところにより、遅滞なく公開する。 

 

第 6 章 グリーンエネルギーCO2削減相当量の認証 

1． 要件 

委員会が認証を行うグリーンエネルギーCO2削減相当量は、次に掲げる要件のいずれも満たすものでなけれ

ばならない。 

（1） グリーンエネルギーCO2 削減相当量が認定グリーンエネルギーCO2 削減計画に従って当該計画を実施

した結果生じていること。 
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（2） グリーンエネルギーCO2 削減相当量が方法論及び認定グリーンエネルギーCO2 削減計画に従って算定

されていること。 

（3） 2.（2）及び（3）に基づき検証機関の検証を受けていること。 

（4） その他委員会の定める事項に合致していること。 

 

2． グリーンエネルギーCO2削減相当量の認証手続 

（1） グリーンエネルギーCO2削減相当量申請書の作成 

認定グリーンエネルギーCO2削減計画申請者（申請したグリーンエネルギーCO2削減計画が認定された

者をいう。以下同じ。）は、排出削減量の実績及びグリーンエネルギーCO2 削減相当量配分計画を示すグ

リーンエネルギーCO2削減相当量申請書を作成し、当該申請書が本規則の定める要件及び方法論に適合し

ているかにつき、検証機関の検証を受けるものとする。 

（2） 排出削減量の実績確認 

検証機関は、認定グリーンエネルギーCO2削減計画、グリーンエネルギーCO2削減相当量申請書のとお

り確実に電力量又は熱量が算定されているか及び算定された電力量又は熱量に基づき方法論に従って正

確にグリーンエネルギーCO2削減相当量が算定されているかどうか検証を行い、検証結果報告書を作成す

る。検証の結果、グリーンエネルギーCO2削減相当量申請書が本規則の定める要件及び方法論に適合しな

いと認める場合には、認定グリーンエネルギーCO2削減計画申請者に対してグリーンエネルギーCO2削減

相当量申請書の修正を求めるものとする。 

（3） グリーンエネルギーCO2削減相当量配分計画の確認 

検証機関は、グリーンエネルギーCO2 削減相当量が適切に配分されているかの実績に関する検証行い、

（2）の内容と合わせて検証結果報告書を作成し、委員会に報告する。 

（4） グリーンエネルギーCO2削減相当量の認証 

① 認定グリーンエネルギーCO2削減計画申請者は、グリーンエネルギーCO2削減相当量申請書（検証機

関から修正の求めがあった場合は修正後のグリーンエネルギーCO2 削減相当量申請書）を委員会に提

出し、当該グリーンエネルギーCO2 削減相当量申請書に係るグリーンエネルギーCO2 削減相当量を記

載した書面の交付を求めることができる。 

② 委員会は、①の申請が 1.に掲げる要件のすべてに適合していると認めるときは、グリーンエネルギー

CO2 削減相当量を記載した書面を認定グリーンエネルギーCO2 削減計画申請者に、申請書を受理した

日から、原則として 10 週間以内に交付するものとする。ただし、グリーンエネルギーCO2削減計画申

請者がグリーンエネルギーCO2 削減計画減事業の設備導入のために国又は地方自治体から補助金を受

けている場合、当該設備導入に係る補助金の補助割合を勘案して、委員会は当該グリーンエネルギー

CO2 削減計画事業に係る追加性の判断及びグリーンエネルギーCO2 削減相当量の認証を行うことがで

きる。 

（5） グリーンエネルギーCO2削減相当量の公開 

委員会は、グリーンエネルギーCO2削減相当量を認証したときは、当該認証に係る情報について、委員

会の定めるところにより、遅滞なく公開する。 

 

第 7 章 グリーンエネルギーCO2削減相当量の管理 

1． グリーンエネルギーCO2削減相当量の管理 

委員会は、グリーンエネルギーCO2削減相当量を認証した場合は、委員会で定めるところにより、当該グリ

ーンエネルギーCO2削減相当量に係る保有者、その量、認証を受けた日等を保有口座に管理・記録する。 
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2．グリーンエネルギーCO2 削減相当量の償却・取消し 

委員会は、グリーンエネルギーCO2 削減相当量の保有者から保有するグリーンエネルギーCO2 削減相当量

の全部又は一部について、その償却又は取消の申請があった場合は、委員会の定めるところにより償却又は取

消し手続を行い、その事項を管理・記録する。 

 

雑則 

1． 申請書類の様式 

委員会は、本規則に基づく委員会による認定、認証又は登録その他の手続のために必要となる申請書類につ

いてその様式を定める。 

  

附則 

1． 施行期日 

本規則は、2012 年 1月 19 日より施行する。 

 

附則（2013 年 12 月 27 日改定） 

1.  施行期日 

本規則は、2013 年 12 月 27日より施行する。 

 

附則（2015 年 5月 27日改定） 

1.  施行期日 

本規則は、2015 年 5月 27 日より施行する。 

 

附則（2015 年 10 月 23 日改定） 

1.  施行期日 

本規則は、2015 年 10 月 23 日より施行する。 

 

附則（2016 年 6月 3 日改定） 

1.  施行期日 

本規則は、2016 年 6月 3日より施行する。 

 

附則（2017 年 6月 7 日改定） 

1.  施行期日 

本規則は、2017 年 6月 7日より施行する。 

 

附則（2017 年 12 月 22 日改定） 

1.  施行期日 

本規則は、2017 年 12 月 22日より施行する。 

附則（平成 2018 年 3月 16 日改定） 

1.  施行期日 

本規則は、2018 年 3月 16 日より施行する。 
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附則（2019 年 3月 19日改定） 

1.  施行期日 

本規則は、2019 年 3月 19 日より施行する。 

 

附則（2019 年 10 月 31 日改定） 

1.  施行期日 

本規則は、2019 年 10 月 31日より施行する。 
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グリーンエネルギーCO2削減相当量算定方法論 

 

１．はじめに 

グリーンエネルギーCO2 削減相当量算定方法論（以下「方法論」という。）は、グリーン電力種別方法論、

グリーン熱種別方法論（これらを総称して、以下「種別方法論」という。）、及びこれらに共通する事項につい

て規定したものである。なお、用語は運営規則に定める用語の定義に従うものとする。 

 

２．種別方法論の構成 

種別方法論は次のような構成としている。 

 

（１）種別方法論番号 

当該種別方法論の識別番号を記載している。 

（２）種別方法論の名称 

当該種別方法論の名称を記載している。 

（３）適用条件 

当該種別方法論を適用することができる条件を示したものである。申請されたグリーンエネルギーCO2

削減計画が当該適用条件を満たしている場合に限り、当該種別方法論を適用することが可能となる。 

（４）グリーンエネルギーCO2削減相当量の算定方法 

当該種別方法論を適用する場合における排出削減量の算定式を定めるものである。 

（５）算定根拠に係るモニタリング方法 

当該種別方法論を適用する場合において、４．の算定式中の記号の定義とこれらの数値が正しいもので

あるかどうかのモニタリング方法（確認方法）を定めるものである。 

 

３．各種別方法論に共通の事項 

３．１方法論 

 （１）意義 

委員会は、グリーンエネルギーCO2 削減計画の認定を円滑に行うために、（２）及び（３）に定める共

通の方法論を定めるとともに、グリーンエネルギー量を CO2 削減相当量に換算するための換算係数及び

グリーンエネルギーの技術ごとに認証を受けるための要件を定めたグリーン電力種別方法論及びグリー

ン熱種別方法論を承認して公表する。 

検証機関は、（２）及び（３）に定める共通の方法論及び種別方法論について認証を行うための追加要

件を記載した文書を委員会に提出し、委員会はこれを公表するものとする。 

 

 （２）グリーン電力の要件 

  ①発電方式に関する要件 

グリーン電力の発電方式は、以下の条件を全て満たす再生可能エネルギーによるものとし、詳細は別

途委員会が定める方法論（グリーン電力種別方法論）によるものとする。 

  (a)石油・石炭・天然ガス等の化石燃料による発電でないこと。 

  (b)原子力による発電でないこと。 

  (c)発電過程における温室効果ガス及び硫黄酸化物・窒素酸化物等有害ガスの排出がゼロか、または著し

く少ないこと。 
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上記の条件を満たす発電方式は、当面、以下のものとする。 

（ⅰ）風力発電 

（ⅱ）太陽光発電 

（ⅲ）バイオマス発電 

（ⅳ）水力発電 

（ⅴ）地熱発電 

（ⅵ）化石燃料・バイオマス混焼発電 

  ②発電電力量認証に関する要件 

発電電力量の測定が的確に行われており、かつ以下のいずれかに該当するものとする。 

  (a)電気事業者の系統に供給されている電力 

  (b)所内で消費されている電力。ただし発電に直接必要な発電補機での消費電力量、変圧器等の送電補

機での消費電力量を除く。 

  ③追加性要件 

追加性要件を満たすには、以下のいずれかに該当しなければならない。 

  (a)グリーン電力の取引行為が、当該設備の建設における主要な要素であること。 

  (b)グリーン電力の取引行為が、当該設備のグリーン電力の維持に貢献していること。 

  (c)グリーン電力の取引行為が、当該設備以外のグリーン電力の拡大に貢献していること。 

  ④環境価値の帰属に関する要件 

認証されたグリーン電力の価値がグリーン電力価値の保有予定者たる顧客に帰属することを示さなけ

ればならない。 

  ⑤環境への影響評価に関する要件 

生態系、環境等への影響について適切な評価・対策を行っていること。また、以下の内容について検証

機関に報告をしなければならない。 

  (a)環境への影響評価 

  (b)個別の発電方式ごとに検証機関が定める環境モニタリング 

  ⑥社会的合意に関する要件 

前項の評価・対策等を踏まえて立地に対して関係者との合意に達していることとし、その内容について

検証機関に報告をしなければならない。 

 

 （３）グリーン熱の要件 

  ①熱生成方式に関する要件 

グリーン熱の生成方式は、以下の条件を全て満たす再生可能エネルギーによるものとし、詳細は別途委

員会が定める方法論（グリーン熱種別方法論）によるものとする。 

  (a)石油・石炭・天然ガス等の化石燃料による熱生成でないこと。 

  (b)熱生成過程における温室効果ガス、および硫黄酸化物・窒素酸化物等有害ガスの排出がゼロか、また

は著しく少ないこと。 

   上記の条件を満たす熱発生方式は、当面、以下のものとする。 

（ⅰ）太陽熱 

（ⅱ）バイオマス熱利用 

（ⅲ）雪氷エネルギー利用 
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  ②熱量認証に関する要件 

熱量の測定が的確に行われており、かつ以下のいずれかに該当するものとする。 

  (a)熱供給事業に供給されている熱量 

  (b)所内のグリーン熱供給地点で供給されている熱量。但し、熱生成に直接必要な補機での消費エネル

ギーを除く。 

なお、熱量の計量方法は下記のいずれかに該当するものとする。 

・検定済み積算熱量計での計量 

・検定済み積算熱量計に準じた積算熱量計（検定済み積算熱量計を生産しているメーカーによる品質保証

書が付いているもの等）での計量 

・経済取引として実施されている熱取引（契約条件で状態監視が義務付けられ、流量計で金銭決済が行わ

れている熱取引）での計量 

  ③追加性要件 

追加性要件を満たすには、以下のいずれかに該当しなければならない。 

  (a)グリーン熱の取引行為が、当該設備の建設における主要な要素であること。 

  (b)グリーン熱の取引行為が、当該設備のグリーン熱の維持に貢献していること。 

  (c)グリーン熱の取引行為が、当該施設以外のグリーン熱の拡大に貢献していること。 

  ④環境価値の帰属に関する要件 

認証されたグリーン熱の価値がグリーン熱価値の保有予定者たる顧客に帰属することを示さなければ

ならない。 

  ⑤環境への影響評価に関する要件 

生態系、環境等への影響について適切な評価・対策を行っていること。また以下の内容について検証機

関に報告をしなければならない。 

  (a)環境への影響評価 

  (b)個別の熱発生方式ごとに検証機関が定める環境モニタリング 

  ⑥熱設備の確認 

熱設備が提出されたシステム図通りに設置されているかを担保するため、必要な手続きを行わなければ

ならない。 

  ⑦社会的合意に関する要件 

  ⑤の評価・対策等を踏まえて立地に対して関係者との合意に達していることとし、その内容について検

証機関に報告をしなければならない。 

 

 ３．２各種別方法論で使用するデフォルト値の考え方 

（１）グリーン電力の算定に係るデフォルト値 

別表 1 において定められる全電源平均二酸化炭素排出係数と限界電源二酸化炭素排出係数を併用する。具

体的には、発電所の運転開始直後から 1 年後までは限界電源二酸化炭素排出係数を、1 年後～2.5 年後まで

は限界電源二酸化炭素排出係数及び全電源平均二酸化炭素排出係数の平均値を、2.5 年後以降については全

電源平均二酸化炭素排出係数を採用する。ただし、限界電源排出係数が、全電源排出係数よりも低い場合に

は、限界電源排出係数として全電源排出係数を用いることとする。 

 

以上の考え方を式で表すと、下記のとおりとなる。 

CEFelectricity,t
 
= Cmo･(1-f (t)) + Ca(t)･f (t)  

ここで、  



61 

 

t :事業開始日以降の経過年 

Cmo : 限界電源二酸化炭素排出係数  

Ca(t) : t年に対応する全電源平均二酸化炭素排出係数 

 

 

f (t) : 移行関数  

f (t) = 0 [0≦t<1年]  

f (t) = 0.5 [1年≦t<2.5年]  

f (t) = 1 [2.5年≦t]  

 

なお、全電源平均二酸化炭素排出係数は年度ごとに設定し、当該申請の算定した電力量の期間が該当する

年度の係数を適用するものとする。 

 

（別表１） 

電気の二酸化炭素排出係数（単位：kgCO2/kWh） 

 受電端 送電端 

限界電源 CO2 排出係数（2013 年度） 0.55 0.51 

限界電源 CO2 排出係数（2014 年度）  0.540 0.507 

限界電源 CO2 排出係数（2015 年度）  0.540 0.507 

限界電源 CO2 排出係数（2016 年度） 0.569 0.533 

限界電源 CO2 排出係数（2017 年度） 0.475 0.465 

限界電源 CO2 排出係数（2018 年度） 0.521 0.491 

限界電源 CO2 排出係数（2019 年度） 0.534 0.509 

全電源平均 CO2 排出係数（2013 年度） 0.510 0.476 

全電源平均 CO2 排出係数（2014 年度） 0.571 0.534 

全電源平均 CO2 排出係数（2015 年度） 0.570 0.532 

全電源平均 CO2 排出係数（2016 年度） 0.556 0.518 

全電源平均 CO2 排出係数（2017 年度） 0.534 0.517 

全電源平均 CO2 排出係数（2018 年度） 0.518 0.488 

全電源平均 CO2 排出係数（2019 年度） 0.497 0.474 

 

注1） 排出係数は、限界電源排出係数（受電端・送電端）については、「小規模電源の導入等により代替される系

統電力の排出係数の計算結果について（小規模電源導入等による代替系統電力排出係数ワーキンググルー

プ）」の考え方を基に「電力調査統計（資源エネルギー庁）」、「2018 年版 電気事業便覧（資源エネルギー

庁）送配電損失率」等の値より算定。 

全電源平均 CO2 排出係数（受電端）については「電気事業における地球温暖化対策の取組み（電気事業低

炭素社会協議会 2019 年 1 月 31 日）」から引用。全電源平均 CO2 排出係数（送電端）、については同「電気

事業における地球温暖化対策の取組み」、「2018 年版 電気事業便覧（資源エネルギー庁）送配電損失率」

を基に算定。 

注2） 限界電源 CO2 排出係数及び全電源 CO2 排出係数は、国内認証排出削減量及び海外認証排出削減量等を反

映していない値を用いている。 

注3） 実際の発電期間に適用される係数を記載。具体的には「電気事業における環境行動計画」の数値で最新の値

（当該数値は年度の途中で公表されるので、年度開始時点で公表されているもの）を記載している。 
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（２）グリーン熱の算定に係るデフォルト値 

燃料の排出係数等及びトップランナーあるいはそれに準じる設備効率を一意にとりまとめたデ 

フォルト値を別表 2 に定める。 

デフォルト値の使用については、新設・既設の熱設備を更新する場合に分けて以下のとおり設定する。 

・ 新設の場合、デフォルト値を使用する。 

・ 既設の熱設備を更新する場合、代替される熱設備の個別に燃料種と設備効率を証明することで実態に即

した数値もしくはデフォルト値を使用することとする。 

なお、電力の排出係数については、３．２（１）グリーン電力の算定に係るデフォルト値を使用 

する。 

デフォルト値の見直しについては、原則 2年に 1回見直しを行うこととする。 
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（別表２） 

グリーン熱種別方法論のデフォルト値 

種別方法論の名称 
代替される 

熱設備 

代替される燃料の 

単位発熱量当たりの 

二酸化炭素排出係数 

代替される熱設備のエ

ネルギー消費効率 

・ 太陽熱 強制循環式給湯用ソー

ラーシステム（単独供給方式） 

・ 太陽熱 強制循環式給湯用ソー

ラーシステム（複数供給方式）【家

庭部門】 

ガス給湯機 「全国の都市ガス供給エリ

ア」に含まれている場合は、

都市ガスの CO2排出係数を

使用する。 

家庭用ガス給湯機の設

備効率は94％（高位発熱

量ベース）とする。 

「全国の都市ガス供給エリ

ア」に含まれていない場合

は、LP ガスの CO2 排出係

数を使用する。 

・ 太陽熱 強制循環式給湯用ソー

ラーシステム（複数供給方式）【業

務部門】 

・ 太陽熱利用セントラルシステム

（給湯・暖房） 

・ 木質バイオマス熱利用施設 

・ 木質バイオマス蒸気供給施設

（熱電供給システム） 

ボイラー 「全国の都市ガス供給エリ

ア」に含まれている場合は、

都市ガスの CO2排出係数を

使用する。 

ボイラーの設備効率は

98％（低位発熱量ベー

ス）とする。 

「全国の都市ガス供給エリ

ア」に含まれていない場合

は、業務部門は灯油を、産業

部門はA重油のCO2排出係

数を使用する。 

・ 熱交換冷水循環式雪氷エネルギ

ー施設 

空冷ヒートポ

ンプチリング

ユニット 

電力の CO2排出係数を使用

する。 

空冷式チリングユニッ

ト の 冷 却 成 績 係 数

（COP）4.4とする。 

注１） 代替される燃料の単位発熱量当たりの二酸化炭素排出係数は、別表３の値を適用する。電力について

は３．２（１）グリーン電力の算定に係るデフォルト値を使用する。 

注２） 「全国の都市ガス供給エリア」は、資源エネルギー庁の「ガス事業制度についてのホームページ」にお

ける『一般ガス事業者供給区域エリアマップ』（http://www.enecho.meti.go.jp/gasHP/index.html）、あ

るいは自治体やガス事業者への問い合わせ等により把握を行うこととする。 

注３） 太陽熱 強制循環式給湯用ソーラーシステム（複数供給方式）が家庭で使用される場合は、代替される

熱設備をガス給湯機とし、業務で使用される場合は、代替される熱設備をボイラーとする。 
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（別表３） 

燃料種別の二酸化炭素排出係数・単位物量あたりの高位発熱量から低位発熱量への換算係数 

燃料の種類 

二酸化炭素排出係数 

（高位発熱量ベース） 

単位：tCO2/GJ） 

単位物量あたりの 

高位発熱量から 

低位発熱量への換算係数 

都市ガス 0.0498 0.913  

液化石油ガス（LPG） 0.0590 0.927  

灯油 0.0678 0.939  

A 重油 0.0693 0.944  

B・C重油 0.0715 0.949  

原料炭 0.0898 0.950  

一般炭 0.0905 0.950  

無煙炭 0.0935 0.967  

コークス 0.1078 0.987  

石油コークス 0.0931 0.985  

コンデンセート（NGL） 0.0674 0.937  

原油 0.0685 0.941  

ガソリン 0.0671 0.939  

ナフサ 0.0667 0.938  

軽油 0.0685 0.940  

天然ガス 0.0509 0.912  

液化天然ガス（LNG） 0.0495 0.912  

コークス炉ガス 0.0403 0.796  

高炉ガス 0.0964 0.953 

転炉ガス 0.1408 0.955  

注１） 排出係数（高位発熱量ベース）は、温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における算定方法・排出

係数一覧の値を引用。 

注２） 換算係数は、「エネルギー源別標準発熱量・炭素排出係数の改訂案について - 2013 年度改訂標準発熱

量・炭素排出係数表 -」（独立行政法人経済産業研究所）の値を引用。 

注３） 高位発熱量（総発熱量）から低位発熱量（真発熱量）へと換算する場合には、高位発熱量に上表の燃料

種別の換算係数を乗じて、換算することができる。逆に、低位発熱量から高位発熱量へと換算する場合

には、低位発熱量を上表の換算係数で除して、換算することができる。 

注４） 天然ガスは、国内で産出される天然ガスで、LNG を除く。 
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 ３．３単位について 

グリーンエネルギーCO2削減相当量の単位は二酸化炭素換算 kg とし、小数点以下を切り捨てとする。 

 

４．公表 

方法論は、委員会の定めるところにより公表するものとする。また、変更又は廃止した場合も同様に、遅滞

なく公表するものとする。 
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グリーン電力種別方法論 

 

P002 風力発電 

１． 種別方法論番号 

P001 

 

２． 種別方法論の名称 

風力発電システム 

 

３． 適用条件 

本方法論は、次の条件の全てを満たす場合に適用することができる。 

・ 風力発電システムにより発電した電力を電気事業者の系統に供給または所内で消費すること。 

・ グリーンエネルギーCO2 削減相当量算定方法論 ３．各種別方法論に共通の事項 ３．１方法論 （２）

グリーン電力の要件に定める要件を満たすことを示す誓約書及びチェックリストを提出すること。 

・ 周辺環境に及ぼす影響評価の報告書もしくは情報を提出すること。 

・ 検証に求められる情報を提出すること。 

 

４． グリーンエネルギーCO2削減相当量の算定方法 

EWC = EWG ― EWS ― EWA 

EMW=（EWS＋EWC）×CEFelectricity,t 

 

記号 定義 単位 

EWS 風力発電実施期間における系統への販売電力量 kWh 

EWC 風力発電実施期間における自家消費電力量 kWh 

EWG 風力発電実施期間における発電電力量 kWh 

EWA 風力発電実施期間における発電補機消費電力量 kWh 

EMW 風力発電実施期間における排出削減量 kgCO2 

CEFelectricity,t 風力発電実施期間における電力の二酸化炭素排出係数 kgCO2/kWh 
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５． 算定根拠に係るモニタリング方法 

グリーンエネルギーCO2削減相当量の算定のために必要となる、モニタリング項目及びモニタリング方法例

を下表に示す。 

記号 定義 モニタリング方法 

EWS 風力発電実施期間における系統

への販売電力量 

検定済み電力計による計測、RPS減量届出書 

EWG 風力発電実施期間における風力

発電電力量 

検定済み電力計による計測 

EWA 風力発電実施期間における風力

発電補機消費電力量 

電力計による計測又は補機容量に稼働時間を乗じ

た値 

CEFelectricity,t 風力発電実施期間における電力

の二酸化炭素排出係数 

デフォルト値を使用 

CEFelectricity,t
 
= Cmo･(1-f (t)) + Ca(t)･f (t)  

ここで、  

t :事業開始日以降の経過年 

Cmo : 限界電源二酸化炭素排出係数  

Ca(t) : t年に対応する全電源二酸化炭素排出係数  

f (t) : 移行関数  

0 [0≦t<1年]  

f (t) =  0.5 [1年≦t<2.5年]  

1 [2.5 年≦t] 
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(ア) 太陽光発電 

６． 種別方法論番号 

P002 

 

７． 種別方法論の名称 

太陽光発電システム 

 

８． 適用条件 

本方法論は、次の条件の全てを満たす場合に適用することができる。 

・ 太陽光発電システムにより発電した電力を電気事業者の系統に供給または所内で消費すること。 

・ グリーンエネルギーCO2 削減相当量算定方法論 ３．各種別方法論に共通の事項 ３．１方法論 （２）

グリーン電力の要件に定める要件を満たすことを示す誓約書及びチェックリストを提出すること。 

・ 周辺環境に及ぼす影響評価の報告書もしくは情報を提出すること。 

・ 検証に求められる情報を提出すること。 

・ 遠隔検針によるデータ収集システムを通じて計量値等の確認を行う場合には、検証機関の定める太陽光発

電遠隔検針システム基準に適合していることを示す文書を提出すること。 

 

９． グリーンエネルギーCO2削減相当量の算定方法 

EPC = EPG ― EPS ― EPA 

EMP=（EPS＋EPC）×CEFelectricity,t 

 

記号 定義 単位 

EPS 太陽光発電実施期間における系統への販売電力量 kWh 

EPC 太陽光発電実施期間における自家消費電力量 kWh 

EPG 太陽光発電実施期間における発電電力量 kWh 

EPA 太陽光発電実施期間における発電補機消費電力量 kWh 

EMP 太陽光発電実施期間における排出削減量 kgCO2 

CEFelectricity,t 太陽光発電実施期間における電力の二酸化炭素排出

係数 

kgCO2/kWh 

 



69 

 

１０． 算定根拠に係るモニタリング方法 

グリーンエネルギーCO2削減相当量の算定のために必要となる、モニタリング項目及びモニタリング方法例

を下表に示す。 

記号 定義 モニタリング方法 

EPS 太陽光発電実施期間における系

統への販売電力量 

検定済み電力計による計測、RPS減量届出書 

EPG 太陽光発電実施期間における太

陽光発電電力量 

検定済み電力計による計測 

EPA 太陽光発電実施期間における太

陽光発電補機消費電力量 

電力計による計測又は補機容量に稼働時間を乗じ

た値 

CEFelectricity,t 太陽光発電実施期間における電

力の二酸化炭素排出係数 

デフォルト値を使用 

CEFelectricity,t
 
= Cmo･(1-f (t)) + Ca(t)･f (t)  

ここで、  

t :事業開始日以降の経過年 

Cmo : 限界電源二酸化炭素排出係数  

Ca(t) : t年に対応する全電源二酸化炭素排出係数  

f (t) : 移行関数  

0 [0≦t<1年]  

f (t) =  0.5 [1年≦t<2.5年]  

1 [2.5 年≦t] 
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P003-1．バイオマス発電（鶏糞、バガス等） 

① 種別方法論番号 

P003-1 

 

① 種別方法論の名称 

バイオマス発電（鶏糞、バガス等）システム 

 

１１． 適用条件 

本方法論は、次の条件の全てを満たす場合に適用することができる。 

・ バイオマス発電（鶏糞、バガス等）システムにより発電した電力を電気事業者の系統に供給または所内で

消費すること。 

・ グリーンエネルギーCO2削減相当量算定方法論 ３．各種別方法論に共通の事項 ３．１方法論 （２）

グリーン電力の要件に定める要件を満たすことを示す誓約書及びチェックリストを提出すること。 

・ 周辺環境に及ぼす影響評価の報告書もしくは情報を提出すること。 

・ 検証に求められる情報を提出すること。 

 

１２． グリーンエネルギーCO2削減相当量の算定方法 

EBC = EBG ― EBS ―EBA 

SB = FB÷FT 

EMB=（EBS＋EBC）×SB×CEFelectricity,t 

 

記号 定義 単位 

EBS バイオマス発電実施期間における系統への販売電力

量 

kWh 

EBC バイオマス発電実施期間における自家消費電力量 kWh 

EBG バイオマス発電実施期間における発電電力量 kWh 

EBA バイオマス発電実施期間における発電補機消費電力

量 

kWh 

SB 投入燃料に占めるバイオマス比率 % 

FB 発電に使用したバイオマス燃料 MJ 

FT 発電に使用した燃料合計 MJ 

EMB バイオマス発電実施期間における排出削減量 kg CO2 

CEFelectricity,t バイオマス発電実施期間における電力の二酸化炭素

排出係数 

kg CO2/kWh 
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１３． 算定根拠に係るモニタリング方法 

グリーンエネルギーCO2削減相当量の算定のために必要となる、モニタリング項目及びモニタリング方法例

を下表に示す。 

記号 定義 モニタリング方法 

EBS バイオマス発電実施期間にお

ける系統への販売電力量 

検定済み電力計による計測、RPS減量届出書 

EBG バイオマス発電実施期間にお

けるバイオマス発電電力量 

検定済み電力計による計測 

EBA バイオマス発電実施期間にお

けるバイオマス発電補機消費

電力量 

電力計による計測又は補機容量に稼働時間を乗じた

値 

FB 発電に使用したバイオマス燃

料 

燃料計による計測又は燃料供給会社からの請求書を

もとに算定 

FT 発電に使用した燃料合計 燃料計による計測又は燃料供給会社からの請求書を

もとに算定 

CEFelectricity,t バイオマス発電実施期間にお

ける電力の二酸化炭素排出係

数 

デフォルト値を使用 

CEFelectricity,t
 
= Cmo･(1-f (t)) + Ca(t)･f (t)  

ここで、  

t :事業開始日以降の経過年 

Cmo : 限界電源二酸化炭素排出係数  

Ca(t) : t年に対応する全電源二酸化炭素排出係数  

f (t) : 移行関数  

0 [0≦t<1年]  

f (t) =  0.5 [1年≦t<2.5年]  

1 [2.5 年≦t] 
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P003-2．バイオガス発電 

 種別方法論番号 

P003-2 

 

１４． 種別方法論の名称 

バイオガス発電システム 

 

１５． 適用条件 

本方法論は、次の条件の全てを満たす場合に適用することができる。 

・ バイオガス発電システムにより発電した電力を電気事業者の系統に供給または所内で消費すること。 

・ グリーンエネルギーCO2 削減相当量算定方法論 ３．各種別方法論に共通の事項 ３．１方法論 （２）

グリーン電力の要件に定める要件を満たすことを示す誓約書及びチェックリストを提出すること。 

・ 周辺環境に及ぼす影響評価の報告書もしくは情報を提出すること。 

・ 検証に求められる情報を提出すること。 

 

１６． グリーンエネルギーCO2削減相当量の算定方法 

EBC = EBG ― EBS ―EBA 

SB = FB÷FT 

EMB=（EBS＋EBC）×SB×CEFelectricity,t 

 

記号 定義 単位 

EBS バイオガス発電実施期間における系統への販売電力

量 

kWh 

EBC バイオガス発電実施期間における自家消費電力量 kWh 

EBG バイオガス発電実施期間における発電電力量 kWh 

EBA バイオガス発電実施期間における発電補機消費電力

量 

kWh 

SB 投入燃料に占めるバイオマス比率 % 

FB 発電に使用したバイオガス燃料 MJ 

FT 発電に使用した燃料合計 MJ 

EMB バイオガス発電実施期間における排出削減量 kgCO2 

CEFelectricity,t バイオガス発電実施期間における電力の二酸化炭素

排出係数 

kgCO2/kWh 

 



73 

 

１７． 算定根拠に係るモニタリング方法 

グリーンエネルギーCO2削減相当量の算定のために必要となる、モニタリング項目及びモニタリング方法例

を下表に示す。 

記号 定義 モニタリング方法 

EBS バイオガス発電実施期間にお

ける系統への販売電力量 

検定済み電力計による計測、RPS減量届出書 

EBG バイオガス発電実施期間にお

けるバイオガス発電電力量 

検定済み電力計による計測 

EBA バイオガス発電実施期間にお

けるバイオガス発電補機消費

電力量 

電力計による計測又は補機容量に稼働時間を乗じた

値 

FB 発電に使用したバイオガス 燃料計による計測又は燃料供給会社からの請求書を

もとに算定 

FT 発電に使用した燃料合計 燃料計による計測又は燃料供給会社からの請求書を

もとに算定 

CEFelectricity,t バイオガス発電実施期間にお

ける電力の二酸化炭素排出係

数 

デフォルト値を使用 

CEFelectricity,t
 
= Cmo･(1-f (t)) + Ca(t)･f (t)  

ここで、  

t :事業開始日以降の経過年 

Cmo : 限界電源二酸化炭素排出係数  

Ca(t) : t年に対応する全電源二酸化炭素排出係数  

f (t) : 移行関数  

0 [0≦t<1年]  

f (t) =  0.5 [1年≦t<2.5年]  

1 [2.5 年≦t] 
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P003-3．木質バイオマス発電 

 種別方法論番号 

P003-3 

 

１８． 種別方法論の名称 

木質バイオマス発電システム 

 

１９． 適用条件 

本方法論は、次の条件の全てを満たす場合に適用することができる。 

・ 木質バイオマス発電システムにより発電した電力を電気事業者の系統に供給または所内で消費すること。 

・ グリーンエネルギーCO2 削減相当量算定方法論 ３．各種別方法論に共通の事項 ３．１方法論 （２）

グリーン電力の要件に定める要件を満たすことを示す誓約書及びチェックリストを提出すること。 

・ 周辺環境に及ぼす影響評価の報告書もしくは情報を提出すること。 

・ 投入される木質系バイオマス燃料に関する情報を提出すること。 

・ 検証に求められる情報を提出すること。 

 

２０． グリーンエネルギーCO2削減相当量の算定方法 

EBC = EBG ― EBS ―EBA 

SB = FB÷FT 

EMB=（EBS＋EBC）×SB×CEFelectricity,t 

 

記号 定義 単位 

EBS 木質バイオマス発電実施期間における系統への販売

電力量 

kWh 

EBC 木質バイオマス発電実施期間における自家消費電力

量 

kWh 

EBG 木質バイオマス発電実施期間における発電電力量 kWh 

EBA 木質バイオマス発電実施期間における発電補機消費

電力量 

kWh 

SB 投入燃料に占めるバイオマス比率 % 

FB 発電に使用した木質バイオマス燃料 MJ 

FT 発電に使用した燃料合計 MJ 

EMB 木質バイオマス発電実施期間における排出削減量 kgCO2 

CEFelectricity,t 木質バイオマス発電実施期間における電力の二酸化

炭素排出係数 

kgCO2/kWh 
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２１． 算定根拠に係るモニタリング方法 

グリーンエネルギーCO2削減相当量の算定のために必要となる、モニタリング項目及びモニタリング方法例

を下表に示す。 

記号 定義 モニタリング方法 

EBS 木質バイオマス発電実施期間にお

ける系統への販売電力量 

検定済み電力計による計測、RPS減量届出書 

EBG 木質バイオマス発電実施期間にお

けるバイオマス発電電力量 

検定済み電力計による計測 

EBA 木質バイオマス発電実施期間にお

けるバイオマス発電補機消費電力

量 

電力計による計測又は補機容量に稼働時間を乗

じた値 

FB 発電に使用した木質バイオマス 燃料計による計測又は燃料供給会社からの請求

書をもとに算定 

FT 発電に使用した燃料合計 燃料計による計測又は燃料供給会社からの請求

書をもとに算定 

CEFelectricity,t 木質バイオマス発電実施期間にお

ける電力の二酸化炭素排出係数 

デフォルト値を使用 

CEFelectricity,t
 
= Cmo･(1-f (t)) + Ca(t)･f (t)  

ここで、  

t :事業開始日以降の経過年 

Cmo : 限界電源二酸化炭素排出係数  

Ca(t) : t年に対応する全電源二酸化炭素排出係

数  

f (t) : 移行関数  

0 [0≦t<1年]  

f (t) =  0.5 [1年≦t<2.5年]  

1 [2.5 年≦t] 
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P004-1. 河川に設置する新設水力発電 

① 種別方法論番号 

P004-1 

 

２２． 種別方法論の名称 

河川に設置する新設水力発電システム 

 

２３． 適用条件 

本方法論は、次の条件の全てを満たす場合に適用することができる。 

・ 河川に設置する新設水力発電システムにより発電した電力を電気事業者の系統または所内で消費するこ

と。 

・ グリーンエネルギーCO2 削減相当量算定方法論 ３．各種別方法論に共通の事項 ３．１方法論 （２）

グリーン電力の要件に定める要件を満たすことを示す誓約書及びチェックリストを提出すること。 

・ 周辺環境に及ぼす影響評価の報告書もしくは情報を提出すること。 

・ 検証に求められる情報を提出すること。 

 

２４． グリーンエネルギーCO2削減相当量の算定方法 

EHC = EHG ― EHS ― EHA 

EMH=（EHS＋EHC）×CEFelectricity,t 

 

記号 定義 単位 

EHS 水力発電実施期間における系統への販売電力量 kWh 

EHC 水力発電実施期間における自家消費電力量 kWh 

EHG 水力発電実施期間における発電電力量 kWh 

EHA 水力発電実施期間における発電補機消費電力量 kWh 

EMH 水力発電実施期間における排出削減量 kgCO2 

CEFelectricity,t 水力発電実施期間における電力の二酸化炭素排出係

数 

kgCO2/kWh 
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２５． 算定根拠に係るモニタリング方法 

グリーンエネルギーCO2削減相当量の算定のために必要となる、モニタリング項目及びモニタリング方法例

を下表に示す。 

記号 定義 モニタリング方法 

EHS 水力発電実施期間における系統への

販売電力量 

検定済み電力計による計測、RPS減量届出書 

EHG 水力発電実施期間における水力発電

電力量 

検定済み電力計による計測 

EHA 水力発電実施期間における水力発電

補機消費電力量 

電力計による計測又は補機容量に稼働時間を

乗じた値 

CEFelectricity,t 水力発電実施期間における電力の二

酸化炭素排出係数 

デフォルト値を使用 

CEFelectricity,t
 
= Cmo･(1-f (t)) + Ca(t)･f (t)  

ここで、  

t :事業開始日以降の経過年 

Cmo : 限界電源二酸化炭素排出係数  

Ca(t) : t年に対応する全電源二酸化炭素排出

係数  

f (t) : 移行関数  

0 [0≦t<1年]  

f (t) =  0.5 [1年≦t<2.5年]  

1 [2.5 年≦t] 
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P004-2. 既設設備等に付加して設置される水力発電 

 種別方法論番号 

P004-2 

 

２６． 種別方法論の名称 

既設設備等に付加して設置される水力発電システム 

 

２７． 適用条件 

本方法論は、次の条件の全てを満たす場合に適用することができる。 

・ 既設設備等に付加して設置される水力発電システムにより発電した電力を電気事業者の系統 

または所内で消費すること。 

・ グリーンエネルギーCO2 削減相当量算定方法論 ３．各種別方法論に共通の事項 ３．１方法論 （２）

グリーン電力の要件に定める要件を満たすことを示す誓約書及びチェックリストを提出すること。 

・ 周辺環境に及ぼす影響評価の報告書もしくは情報を提出すること。 

・ 検証に求められる情報を提出すること。 

 

２８． グリーンエネルギーCO2削減相当量の算定方法 

EHC = EHG ― EHS ― EHA 

EMH=（EHS＋EHC）×CEFelectricity,t 

 

記号 定義 単位 

EHS 水力発電実施期間における系統への販売電力量 kWh 

EHC 水力発電実施期間における自家消費電力量 kWh 

EHG 水力発電実施期間における発電電力量 kWh 

EHA 水力発電実施期間における発電補機消費電力量 kWh 

EMH 水力発電実施期間における排出削減量 kgCO2 

CEFelectricity,t 水力発電実施期間における電力の二酸化炭素排出係

数 

kgCO2/kWh 
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２９． 算定根拠に係るモニタリング方法 

グリーンエネルギーCO2削減相当量の算定のために必要となる、モニタリング項目及びモニタリング方法例

を下表に示す。 

記号 定義 モニタリング方法 

EPS 水力発電実施期間における系統

への販売電力量 

検定済み電力計による計測、RPS減量届出書 

EPG 水力発電実施期間における水力

発電電力量 

検定済み電力計による計測 

EPA 水力発電実施期間における水力

発電補機消費電力量 

電力計による計測又は補機容量に稼働時間を乗じ

た値 

CEFelectricity,t 水力発電実施期間における電力

の二酸化炭素排出係数 

デフォルト値を使用 

CEFelectricity,t
 
= Cmo･(1-f (t)) + Ca(t)･f (t)  

ここで、  

t :事業開始日以降の経過年 

Cmo : 限界電源二酸化炭素排出係数  

Ca(t) : t年に対応する全電源二酸化炭素排出係数  

f (t) : 移行関数  

0 [0≦t<1年]  

f (t) =  0.5 [1年≦t<2.5年]  

1 [2.5 年≦t] 
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P005. 地熱発電 

 種別方法論番号 

P005 

 

３０． 種別方法論の名称 

地熱発電システム 

 

３１． 適用条件 

本方法論は、次の条件の全てを満たす場合に適用することができる。 

・ 地熱発電システムにより発電した電力を電気事業者の系統に供給または所内で消費すること。 

・ グリーンエネルギーCO2 削減相当量算定方法論 ３．各種別方法論に共通の事項 ３．１方法論 （２）

グリーン電力の要件に定める要件を満たすことを示す誓約書及びチェックリストを提出すること。 

・ 周辺環境に及ぼす影響評価の報告書もしくは情報を提出すること。 

・ 検証に求められる情報を提出すること。 

 

３２． グリーンエネルギーCO2削減相当量の算定方法 

EGC = EGG ― EGS ― EGA 

EMG=（EGS＋EGC）×CEFelectricity,t 

 

記号 定義 単位 

EGS 地熱発電実施期間における系統への販売電力量 kWh 

EGC 地熱発電実施期間における自家消費電力量 kWh 

EGG 地熱発電実施期間における発電電力量 kWh 

EGA 地熱発電実施期間における発電補機消費電力量 kWh 

EMG 地熱発電実施期間における排出削減量 kgCO2 

CEFelectricity,t 地熱発電実施期間における電力の二酸化炭素排出係

数 

kgCO2/kWh 
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３３． 算定根拠に係るモニタリング方法 

グリーンエネルギーCO2削減相当量の算定のために必要となる、モニタリング項目及びモニタリング方法例

を下表に示す。 

記号 定義 モニタリング方法 

EGS 地熱発電実施期間における系統

への販売電力量 

検定済み電力計による計測、RPS減量届出書 

EGG 地熱発電実施期間における地熱

発電電力量 

検定済み電力計による計測 

EGA 地熱発電実施期間における地熱

発電補機消費電力量 

電力計による計測又は補機容量に稼働時間を乗

じた値 

CEFelectricity,t 地熱発電実施期間における電力

の二酸化炭素排出係数 

デフォルト値を使用 

CEFelectricity,t
 
= Cmo･(1-f (t)) + Ca(t)･f (t)  

ここで、  

t :事業開始日以降の経過年 

Cmo : 限界電源二酸化炭素排出係数  

Ca(t) : t年に対応する全電源二酸化炭素排出係

数  

f (t) : 移行関数  

0 [0≦t<1年]  

f (t) =  0.5 [1年≦t<2.5年]  

1 [2.5 年≦t]   
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グリーン熱種別方法論 
H001-1太陽熱 

① 種別方法論番号 

H001-1 

 

３４． 種別方法論の名称 

太陽熱 強制循環式給湯用ソーラーシステム（単独供給方式） 

 

３５． 適用条件 

本方法論は、次の条件の全てを満たす場合に適用することができる。 

・ 強制循環式給湯用ソーラーシステム（単独供給方式）により生成した熱量が熱供給事業に供給または所内

のグリーン熱供給地点で供給されていること。 

・ グリーンエネルギーCO2 削減相当量算定方法論 ３．各種別方法論に共通の事項 ３．１方法論 （３）

グリーン熱の要件に定める要件を満たすことを示す誓約書及びチェックリストを提出すること。 

・ 周辺環境に及ぼす影響評価の報告書もしくは情報を提出すること。 

・ 社会的合意に関する第三者機関の認定書類を提出すること。 

・ 検証に求められる情報を提出すること。 

 

３６． グリーンエネルギーCO2削減相当量の算定方法 

本方法論は、熱設備を新設する場合は、算定方法Ａを使用する。既設の熱設備を更新する場合は、算定方法

Ａあるいは算定方法Ｂを選択することができる。 

 

【算定方法Ａ】 

QST = QBL－(EPS ×9.484[MJ HHV /kWh]*)  

EMST = QST ×(CEFfuel,BL÷εBL) 

 

【算定方法Ｂ】 

EMST = {QBL ×(CEFfuel,BL÷εBL)}－(EPS×CEFelectricity,t)  

記号 定義 単位 

QST 太陽熱生成実施期間における生成熱量から補機消費電力量を一

次エネルギー換算した値を除いた熱量 

MJHHV 

QBL 太陽熱生成実施期間における生成熱量 MJHHV 

EPS 太陽熱生成実施期間における補機消費電力量 kWh 

EMST 太陽熱生成実施期間における排出削減量 kgCO2 

CEFfuel,BL 太陽熱生成実施期間における代替される燃料の単位発熱量当た

りの二酸化炭素排出係数 

kgCO2/MJHHV 

εBL 太陽熱生成実施期間における代替される熱設備のエネルギー消

費効率（高位発熱量ベース） 

％ 

CEFelectricity,t 太陽熱生成実施期間における電力の二酸化炭素排出係数 kgCO2/kWh 

*受電端投入熱量については、「2013 年度以降適用する標準発熱量・炭素排出係数一覧表（資源エネルギー庁総合政策課）」から

引用。申請時には各年度の最新値を適用のこと。 
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３７． 算定根拠に係るモニタリング方法 

グリーンエネルギーCO2削減相当量の算定のために必要となる、モニタリング項目及びモニタリング方法を

下表のいずれかに該当するものとする。 

記号 定義 モニタリング方法 

QBL 太陽熱生成実施期間における生

成熱量 

貯湯槽への給水及び給湯ボイラーへの給水の温度

差と給湯ボイラーへの給水への温水流量を計測 

EPS 太陽熱生成実施期間における補

機消費電力量 

電力計による計測又は補機容量に稼働時間を乗じ

た値 

CEFfuel,BL 太陽熱生成実施期間における代

替される燃料の単位発熱量当た

りの二酸化炭素排出係数 

新設は、デフォルト値を使用 

既設の熱設備を更新する場合は、下記いずれかの

方法を使用 

方法１：個別に燃料種を証明することで実態に即した

設定 

方法２：デフォルト値を使用 

εBL 
太陽熱生成実施期間における代

替される熱設備のエネルギー消

費効率（高位発熱量ベース） 

新設は、デフォルト値を使用 

既設の熱設備を更新する場合は、下記いずれかの

方法を使用 

方法１：個別に設備効率を証明することで実態に即し

た設定 

方法２：デフォルト値を使用 

CEFelectricity,t 太陽熱生成実施期間における電

力の二酸化炭素排出係数 

デフォルト値を使用 

CEFelectricity,t
 
= Cmo･(1-f (t)) + Ca(t)･f (t)  

ここで、  

t :事業開始日以降の経過年 

Cmo : 限界電源二酸化炭素排出係数  

Ca(t) : t年に対応する全電源二酸化炭素排出係数  

f (t) : 移行関数  

0 [0≦t<1年]  

f (t) =  0.5 [1年≦t<2.5年]  

1 [2.5 年≦t]   
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H001-2太陽熱 
① 種別方法論番号 

H001-2 

 

３８． 種別方法論の名称 

太陽熱 強制循環式給湯用ソーラーシステム（複数供給方式） 

 

３９． 適用条件 

本方法論は、次の条件の全てを満たす場合に適用することができる。 

・ 強制循環式給湯用ソーラーシステム（複数供給方式）により生成した熱量が熱供給事業に供給または所内

のグリーン熱供給地点で供給されていること。 

・ グリーンエネルギーCO2 削減相当量算定方法論 ３．各種別方法論に共通の事項 ３．１方法論 （３）

グリーン熱の要件に定める要件を満たすことを示す誓約書、チェックリスト、及びグリーン熱設備確認書

を提出すること。 

・ 周辺環境に及ぼす影響評価の報告書もしくは情報を提出すること。 

・ 検証に求められる情報を提出すること。 

 

４０． グリーンエネルギーCO2削減相当量の算定方法 

本方法論は、熱設備を新設する場合は、算定方法Ａを使用する。熱設備を更新する場合は、算定方法Ａある

いは算定方法Ｂを選択することができる。 

 

【算定方法Ａ】 

QST = QBL－(EPS ×9.484[MJ HHV /kWh]*)  

EMST = QST ×(CEFfuel,BL÷εBL) 

 

【算定方法Ｂ】 

EMST = {QBL ×(CEFfuel,BL÷εBL)}－(EPS×CEFelectricity,t)  

 

記号 定義 単位 

QST 太陽熱生成実施期間における生成熱量から補機消費電力量を

一次エネルギー換算した値を除いた熱量 

MJHHV 

QBL 太陽熱生成実施期間における生成熱量から貯湯タンクによる

熱損失分を除いた熱量 

MJHHV 

EPS 太陽熱生成実施期間における補機消費電力量 kWh 

EMST 太陽熱生成実施期間における排出削減量 kgCO2 

CEFfuel,BL 太陽熱生成実施期間における代替される燃料の単位発熱量当

たりの二酸化炭素排出係数 

kgCO2/MJHHV 

εBL 太陽熱生成実施期間における代替される熱設備のエネルギー

消費効率（高位発熱量ベース） 

％ 

CEFelectricity,t 太陽熱生成実施期間における電力の二酸化炭素排出係数 kgCO2/kWh 

*受電端投入熱量については、「2013 年度以降適用する標準発熱量・炭素排出係数一覧表（資源エネルギー庁総合政策課）」から
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引用。申請時には各年度の最新値を適用のこと。 

 

４１． 算定根拠に係るモニタリング方法 

グリーンエネルギーCO2削減相当量の算定のために必要となる、モニタリング項目及びモニタリング方法を

下表のいずれかに該当するものとする。 

記号 定義 モニタリング方法 

QBL 太陽熱生成実施期間における生

成熱量から貯湯タンクによる熱

損失分を除いた熱量 

貯湯槽への給水及び給湯ボイラーへの給水の温度

差と給湯ボイラーへの給水への温水流量の計測に

よる熱量を合算。なお、貯湯タンクによる熱損失分

を控除する必要がある場合には、貯湯タンクの熱

ロスを算定 

EPS 太陽熱生成実施期間における補

機消費電力量 

電力計による計測又は補機容量に稼働時間を乗じ

た値 

CEFfuel,BL 太陽熱生成実施期間における代

替される燃料の単位発熱量当た

りの二酸化炭素排出係数 

新設は、デフォルト値を使用 

既設の熱設備を更新する場合は、下記いずれかの

方法を使用 

方法１：個別に燃料種を証明することで実態に即した

設定 

方法２：デフォルト値を使用 

εBL 
太陽熱生成実施期間における代

替される熱設備のエネルギー消

費効率（高位発熱量ベース） 

新設は、デフォルト値を使用 

既設の熱設備を更新する場合は、下記いずれかの

方法を使用 

方法１：個別に設備効率を証明することで実態に即し

た設定 

方法２：デフォルト値を使用 

CEFelectricity,t 太陽熱生成実施期間における電

力の二酸化炭素排出係数 

デフォルト値を使用 

CEFelectricity,t
 
= Cmo･(1-f (t)) + Ca(t)･f (t)  

ここで、  

t :事業開始日以降の経過年 

Cmo : 限界電源二酸化炭素排出係数  

Ca(t) : t年に対応する全電源二酸化炭素排出係数  

f (t) : 移行関数  

0 [0≦t<1年]  

f (t) =  0.5 [1年≦t<2.5年]  

1 [2.5 年≦t]  
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H001-3太陽熱 
① 種別方法論番号 

H001-3 

 

４２． 種別方法論の名称 

太陽熱利用セントラルシステム（給湯・暖房） 

 

４３． 適用条件 

本方法論は、次の条件の全てを満たす場合に適用することができる。 

・ 太陽熱利用セントラルシステム（給湯・暖房）により生成した熱量が熱供給事業に供給または所内のグリ

ーン熱供給地点で供給されていること。 

・ グリーンエネルギーCO2 削減相当量算定方法論 ３．各種別方法論に共通の事項 ３．１方法論 （３）

グリーン熱の要件に定める要件を満たすことを示す誓約書、チェックリスト、及びグリーン熱設備確認書

を提出すること。 

・ 周辺環境に及ぼす影響評価の報告書もしくは情報を提出すること。 

・ 検証に求められる情報を提出すること。 

 

４４． グリーンエネルギーCO2削減相当量の算定方法 

本方法論は、熱設備を新設する場合は、算定方法Ａを使用する。熱設備を更新する場合は、算定方法Ａある

いは算定方法Ｂを選択することができる。 

 

【算定方法Ａ】 

QST = QBL－(EPS ×9.484[MJ HHV /kWh]*)  

EMST = QST ×(CEFfuel,BL÷εBL)  

 

【算定方法Ｂ】 

EMST = {QBL ×(CEFfuel,BL÷εBL)}－(EPS×CEFelectricity,t)  

 

記号 定義 単位 

QST 太陽熱生成実施期間における生成熱量から補機消費電力量を

一次エネルギー換算した熱量を除いた熱量 

MJHHV 

QBL 太陽熱生成実施期間における給湯と暖房の生成熱量から蓄熱

槽による損失分を除いた熱量 

MJHHV 

EPS 太陽熱生成実施期間における補機消費電力量 kWh 

EMST 太陽熱生成実施期間における排出削減量 kgCO2 

CEFfuel,BL 太陽熱生成実施期間における代替される燃料の単位発熱量当

たりの二酸化炭素排出係数 

kgCO2/MJHHV 

εBL 太陽熱生成実施期間における代替される熱設備のエネルギー

消費効率（高位発熱量ベース） 

％ 

CEFelectricity,t 太陽熱生成実施期間における電力の二酸化炭素排出係数 kgCO2/kWh 

*受電端投入熱量については、「2013 年度以降適用する標準発熱量・炭素排出係数一覧表（資源エネルギー庁総合政策課）」から
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引用。申請時には各年度の最新値を適用のこと。 

 

４５． 算定根拠に係るモニタリング方法 

グリーンエネルギーCO2削減相当量の算定のために必要となる、モニタリング項目及びモニタリング方法を

下表のいずれかに該当するものとする。 

記号 定義 モニタリング方法 

QBL 太陽熱生成実施期間における給

湯と暖房の生成熱量から蓄熱槽

による損失分を除いた熱量 

給湯と暖房熱量を計測。なお、熱量の算定に蓄熱槽

による損失分を控除する必要がある場合には、蓄

熱ロスの算定 

EPS 太陽熱生成実施期間における補

機消費電力量 

電力計による計測又は補機容量に稼働時間を乗じ

た値 

CEFfuel,BL 太陽熱生成実施期間における代

替される燃料の単位発熱量当た

りの二酸化炭素排出係数 

新設は、デフォルト値を使用 

既設の熱設備を更新する場合は、下記いずれかの

方法を使用 

方法１：個別に燃料種を証明することで実態に即した

設定 

方法２：デフォルト値を使用 

εBL 
太陽熱生成実施期間における代

替される熱設備のエネルギー消

費効率（高位発熱量ベース） 

新設は、デフォルト値を使用 

既設の熱設備を更新する場合は、下記いずれかの

方法を使用 

方法１：個別に設備効率を証明することで実態に即し

た設定 

方法２：デフォルト値を使用 

CEFelectricity,t 太陽熱生成実施期間における電

力の二酸化炭素排出係数 

デフォルト値を使用 

CEFelectricity,t
 
= Cmo･(1-f (t)) + Ca(t)･f (t)  

ここで、  

t :事業開始日以降の経過年 

Cmo : 限界電源二酸化炭素排出係数  

Ca(t) : t年に対応する全電源二酸化炭素排出係数  

f (t) : 移行関数  

0 [0≦t<1年]  

f (t) =  0.5 [1年≦t<2.5年]  

1 [2.5 年≦t]   
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H002-1バイオマス熱 

① 種別方法論番号 

H002-1 

 

４６． 種別方法論の名称 

木質バイオマス熱利用施設 

 

４７． 適用条件 

本方法論は、次の条件の全てを満たす場合に適用することができる。 

・ 木質バイオマス熱利用施設により生成した熱量が熱供給事業に供給または所内のグリーン熱供給地点で供

給されていること。 

・ グリーンエネルギーCO2 削減相当量算定方法論 ３．各種別方法論に共通の事項 ３．１方法論 （３）

グリーン熱の要件に定める要件を満たすことを示す誓約書、チェックリスト、及びグリーン熱設備確認書

を提出すること。 

・ 周辺環境に及ぼす影響評価の報告書もしくは情報を提出すること。 

・ 投入される木質系バイオマス燃料に関する情報を提出すること 

・ 検証に求められる情報を提出すること。 

 

４８． グリーンエネルギーCO2削減相当量の算定方法 

本方法論は、熱設備を新設する場合は、算定方法Ａを使用する。熱設備を更新する場合は、算定方法Ａある

いは算定方法Ｂを選択することができる。 

 

【算定方法Ａ】 

QWB = QBL－(EPS ×9.484[MJ HHV /kWh]*)  

SB = FB÷FT 

EMWB = QWB ×SB×(CEFfuel,BL÷εBL) 

 

【算定方法Ｂ】 

SB = FB÷FT 

EMWB = {QBL ×SB× (CEFfuel,BL÷εBL)}－(EPS×SB×CEFelectricity,t)  

 

記号 定義 単位 

QWB バイオマス熱生成実施期間における生成熱量から補機消費電

力量を一次エネルギー換算した熱量を除いた熱量 

MJHHV 

QBL バイオマス熱生成実施期間における給湯と暖房の生成熱量 MJHHV 

EPS バイオマス熱生成実施期間における補機消費電力量 kWh 

EMWB バイオマス熱生成実施期間における排出削減量 kgCO2 

CEFfuel,BL バイオマス熱生成実施期間における代替される燃料の単位発

熱量当たりの二酸化炭素排出係数 

kgCO2/MJHHV 

εBL バイオマス熱生成実施期間における代替される熱設備のエネ ％ 
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ルギー消費効率（高位発熱量ベース） 

SB 投入燃料に占めるバイオマス比率 % 

FB 熱生成に使用したバイオマス燃料 MJ 

FT 熱生成に使用した燃料合計 MJ 

CEFelectricity,t バイオマス熱生成実施期間における電力の二酸化炭素排出係

数 

kgCO2/kWh 

*受電端投入熱量については、「2013 年度以降適用する標準発熱量・炭素排出係数一覧表（資源エネルギー庁総合政策課）」から

引用。申請時には各年度の最新値を適用のこと。 

 

４９． 算定根拠に係るモニタリング方法 

グリーンエネルギーCO2削減相当量の算定のために必要となる、モニタリング項目及びモニタリング方法を

下表のいずれかに該当するものとする。 

記号 定義 モニタリング方法 

QBL バイオマス熱生成実施期間にお

ける生成熱量 

木質バイオマスボイラー熱から給湯と暖房熱量を

計測 

EPS バイオマス熱生成実施期間にお

ける補機消費電力量 

電力計による計測又は補機容量に稼働時間を乗じ

た値 

CEFfuel,BL バイオマス熱生成実施期間にお

ける代替される燃料の単位発熱

量当たりの二酸化炭素排出係数 

新設は、デフォルト値を使用 

既設の熱設備を更新する場合は、下記いずれかの

方法を使用 

方法１：個別に燃料種を証明することで実態に即した

設定 

方法２：デフォルト値を使用 

εBL 
バイオマス熱生成実施期間にお

ける代替される熱設備のエネル

ギー消費効率（高位発熱量ベー

ス） 

新設は、デフォルト値を使用 

既設の熱設備を更新する場合は、下記いずれかの

方法を使用。 

方法１：個別に設備効率を証明することで実態に即し

た設定 

方法２：デフォルト値を使用 

FB 熱生成に使用した木質バイオマ

ス 

燃料計による計測又は燃料供給会社からの請求書

をもとに算定 

FT 熱生成に使用した燃料合計 燃料計による計測又は燃料供給会社からの請求書

をもとに算定 

CEFelectricity,t バイオマス熱生成実施期間にお

ける電力の二酸化炭素排出係数 

デフォルト値を使用 

CEFelectricity,t
 
= Cmo･(1-f (t)) + Ca(t)･f (t)  

ここで、  

t :事業開始日以降の経過年 

Cmo : 限界電源二酸化炭素排出係数  

Ca(t) : t年に対応する全電源二酸化炭素排出係数  

f (t) : 移行関数  

0 [0≦t<1年]  

f (t) =  0.5 [1年≦t<2.5年]  

1 [2.5 年≦t]   
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H002-2 バイオマス熱 

① 種別方法論番号 

H002-2 

 

５０． 種別方法論の名称 

木質バイオマス蒸気供給施設（熱電供給システム） 

 

５１． 適用条件 

本方法論は、次の条件の全てを満たす場合に適用することができる。 

・ 木質バイオマス蒸気供給施設（熱電供給システム）により生成した熱量が熱供給事業に供給または所内の

グリーン熱供給地点で供給されていること。 

・ グリーンエネルギーCO2 削減相当量算定方法論 ３．各種別方法論に共通の事項 ３．１方法論 （３）

グリーン熱の要件に定める要件を満たすことを示す誓約書、チェックリスト、及びグリーン熱設備確認書

を提出すること。 

・ 投入される木質系バイオマス燃料に関する情報を提出すること 

・ 周辺環境に及ぼす影響評価の報告書もしくは情報を提出すること。 

・ 検証に求められる情報を提出すること。 

 

５２． グリーンエネルギーCO2削減相当量の算定方法 

本方法論は、熱設備を新設する場合は、算定方法Ａを使用する。熱設備を更新する場合は、算定方法Ａある

いは算定方法Ｂを選択することができる。 

 

【算定方法Ａ】 

QWB = QBL－(EPS ×9.484[MJ HHV /kWh]*)  

SB = FB÷FT 

EMWB = QWB ×SB× (CEFfuel,BL÷εBL) 

 

 

【算定方法Ｂ】 

SB = FB÷FT 

EMWB = {QBL ×SB×(CEFfuel,BL÷εBL)}－(EPS×SB×CEFelectricity,t)  

 

記号 定義 単位 

QWB バイオマス熱生成実施期間における生成熱量から補機消費電力

量を一次エネルギー換算した熱量を除いた熱量 

MJHHV 

QBL バイオマス熱生成実施期間における流量計で計測した流量を比

エンタルピーに乗じて算定された生成熱量から、当該熱量の生成

過程において燃料以外で外部から投入された熱量、および明らか

に利用されていないことが判明している供給蒸気の熱量を除い

た生成熱量 

MJHHV 
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EPS バイオマス熱生成実施期間における補機消費電力量 kWh 

EMWB バイオマス熱生成実施期間における排出削減量 kgCO2 

CEFfuel,BL バイオマス熱生成実施期間における代替される燃料の単位発熱

量当たりの二酸化炭素排出係数 

kgCO2/MJHHV 

εBL バイオマス熱生成実施期間における代替される熱設備のエネル

ギー消費効率（高位発熱量ベース） 

％ 

SB 投入燃料に占めるバイオマス比率 % 

FB バイオマス熱生成に使用したバイオマス燃料 MJ 

FT バイオマス熱生成に使用した燃料合計 MJ 

CEFelectricity,t バイオマス熱生成実施期間における電力の二酸化炭素排出係数 kgCO2/kWh 

*受電端投入熱量については、「2013 年度以降適用する標準発熱量・炭素排出係数一覧表（資源エネルギー庁総合政策課）」から

引用。申請時には各年度の最新値を適用のこと。 

 

５３． 算定根拠に係るモニタリング方法 

グリーンエネルギーCO2削減相当量の算定のために必要となる、モニタリング項目及びモニタリング方法を

下表のいずれかに該当するものとする。 

記号 定義 モニタリング方法 

QBL バイオマス熱生成実施期間にお

ける流量計で計測した流量を比

エンタルピーに乗じて算定され

た生成熱量から、当該熱量の生

成過程において燃料以外で外部

から投入された熱量、および明

らかに利用されていないことが

判明している供給蒸気の熱量を

除いた生成熱量 

バイオマス熱生成実施期間における流量計で計測

した流量を比エンタルピーに乗じて算定された生

成熱量から、当該熱量の生成過程において燃料以

外で外部から投入された熱量（蒸気供給先からの

戻りの熱量、純水補給に伴う熱量、等）、および供

給先の事業所が休業する等明らかに利用されてい

ないことが判明している供給蒸気の熱量を除いた

生成熱量を計測。比エンタルピーは、供給を行って

いる蒸気の温度及び圧力から日本機械学会が提供

する蒸気表を基に算定 

EPS バイオマス熱生成実施期間にお

ける補機消費電力量 

電力計による計測又は補機容量に稼働時間を乗じ

た値 

CEFfuel,BL バイオマス熱生成実施期間にお

ける代替される燃料の単位発熱

量当たりの二酸化炭素排出係数 

新設は、デフォルト値を使用 

既設の熱設備を更新する場合は、下記いずれかの

方法を使用 

方法１：個別に燃料種を証明することで実態に即した

設定 

方法２：デフォルト値を使用 

εBL 
バイオマス熱生成実施期間にお

ける代替される熱設備のエネル

ギー消費効率（高位発熱量ベー

ス） 

新設は、デフォルト値を使用 

既設の熱設備を更新する場合は、下記いずれかの

方法を使用 

方法１：個別に設備効率を証明することで実態に即し

た設定 

方法２：デフォルト値を使用 

FB 熱生成に使用した木質バイオマ

ス 

燃料計による計測又は燃料供給会社からの請求書

をもとに算定 
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FT 熱生成に使用した燃料合計 燃料計による計測又は燃料供給会社からの請求書

をもとに算定 

CEFelectricity,t バイオマス熱生成実施期間にお

ける電力の二酸化炭素排出係数 

デフォルト値を使用 

CEFelectricity,t
 
= Cmo･(1-f (t)) + Ca(t)･f (t)  

ここで、  

t :事業開始日以降の経過年 

Cmo : 限界電源二酸化炭素排出係数  

Ca(t) : t年に対応する全電源二酸化炭素排出係数  

f (t) : 移行関数  

0 [0≦t<1年]  

f (t) =  0.5 [1年≦t<2.5年]  

1 [2.5 年≦t]   
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H003 雪氷エネルギー 

1.1.1.１.ア.1 種別方法論番号 

H003 

 

５４． 種別方法論の名称 

熱交換冷水循環式雪氷エネルギー施設 

 

５５． 適用条件 

本方法論は、次の条件の全てを満たす場合に適用することができる。 

・ 熱交換冷水循環式雪氷エネルギー施設により生成した熱量が熱供給事業に供給または所内のグリーン熱供

給地点で供給されていること。 

・ グリーンエネルギーCO2 削減相当量算定方法論 ３．各種別方法論に共通の事項 ３．１方法論 （３）

グリーン熱の要件に定める要件を満たすことを示す誓約書、チェックリスト、及びグリーン熱設備確認書

を提出すること。 

・ 周辺環境に及ぼす影響評価の報告書もしくは情報を提出すること。 

・ 検証に求められる情報を提出すること。 

 

５６． グリーンエネルギーCO2削減相当量の算定方法 

 本方法論は、熱設備を新設および更新する場合、算定方法Ｂを使用する。 

 

【算定方法Ｂ】 

EMC = {QBL ×(CEFfuel,BL÷εBL)}－(EPS×CEFelectricity,t)  

 

記号 定義 単位 

QBL 雪氷熱生成実施期間における生成熱量 MJHHV 

EPS 雪氷熱生成実施期間における補機消費電力量 kWh 

EMC 雪氷熱生成実施期間における排出削減量 kgCO2 

CEFfuel,BL 雪氷熱生成実施期間における代替される燃料の単位発熱量当

たりの二酸化炭素排出係数 

kgCO2/MJHHV 

εBL 雪氷熱生成実施期間における代替される熱設備のエネルギー

消費効率（高位発熱量ベース） 

％ 

CEFelectricity,t 雪氷熱生成実施期間における電力の二酸化炭素排出係数 kgCO2/kWh 

*受電端投入熱量については、「2013 年度以降適用する標準発熱量・炭素排出係数一覧表（資源エネルギー庁総合政策課）」から

引用。申請時には各年度の最新値を適用のこと。 
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５７． 算定根拠に係るモニタリング方法 

グリーンエネルギーCO2削減相当量の算定のために必要となる、モニタリング項目及びモニタリング方法を

下表のいずれかに該当するものとする。 

記号 定義 モニタリング方法 

QBL 雪氷熱生成実施期間における生

成熱量 

雪氷エネルギー熱からの冷房熱量を計測 

EPS 雪氷熱生成実施期間における補

機消費電力量 

電力計による計測又は補機容量に稼働時間を乗じ

た値 

CEFfuel,BL 雪氷熱生成実施期間における代

替される燃料の単位発熱量当た

りの二酸化炭素排出係数 

新設は、デフォルト値を使用 

既設の熱設備を更新する場合は、下記いずれかの

方法を使用 

方法１：個別に燃料種を証明することで実態に即した

設定 

方法２：デフォルト値を使用 

εBL 
雪氷熱生成実施期間における代

替される熱設備のエネルギー消

費効率（高位発熱量ベース） 

新設は、デフォルト値を使用 

既設の熱設備を更新する場合は、下記いずれかの

方法を使用 

方法１：個別に設備効率を証明することで実態に即し

た設定 

方法２：デフォルト値を使用 

CEFelectricity,t 雪氷熱生成実施期間における電

力の二酸化炭素排出係数 

デフォルト値を使用 

CEFelectricity,t
 
= Cmo･(1-f (t)) + Ca(t)･f (t)  

ここで、  

t :事業開始日以降の経過年 

Cmo : 限界電源二酸化炭素排出係数  

Ca(t) : t年に対応する全電源二酸化炭素排出係数  

f (t) : 移行関数  

0 [0≦t<1年]  

f (t) =  0.5 [1年≦t<2.5年]  

1 [2.5 年≦t]   



 

 

 




